
◆主な内容

■加茂文化会館について
■新型コロナに負けるな 加茂 サポート
■第６３回総体結果
■ニューストピックス
■新型コロナ　家庭内での注意点
■水道水の水質検査結果
■お知らせ
■ぴよぴよ（子育て支援センターおたより）
■暮らしのカレンダー
■加茂の風土記
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ブックスタート事業
始めました！
ブックスタート事業
始めました！
ブックスタート事業
始めました！
９月７日 育児学級（９～１０か月児）９月７日 育児学級（９～１０か月児）

　絵本をひらく楽しい「体
験」と「絵本」をセットで
プレゼントする活動。絵本
を読んでもらう心地よさや
うれしさを赤ちゃんに届け
ることが目的です。
　生後９～10か月の育児学
級でお配りします。

　絵本をひらく楽しい「体
験」と「絵本」をセットで
プレゼントする活動。絵本
を読んでもらう心地よさや
うれしさを赤ちゃんに届け
ることが目的です。
　生後９～10か月の育児学
級でお配りします。

「ブックスタート」とは「ブックスタート」とは
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今
月
は
加
茂
文
化
会
館
と
市
の
公
共

施
設
再
配
置
計
画
に
つ
い
て
ご
説
明
い

た
し
ま
す
。

　
加
茂
文
化
会
館
に
つ
い
て
令
和
３
年

度
か
ら
休
館
を
検
討
し
て
い
る
旨
の
説

明
を
加
茂
市
議
会
で
行
い
、
そ
の
後
報

道
さ
れ
た
と
こ
ろ
大
き
な
反
響
が
あ
り

ま
し
た
。
多
く
の
ご
意
見
を
い
た
だ

き
、
改
め
て
加
茂
文
化
会
館
が
加
茂
市

民
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
施
設
で
あ

る
こ
と
に
気
づ
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
ま
た
、
突
然
の
発
表
ゆ
え
に
こ
れ

か
ら
文
化
会
館
は
ど
う
な
っ
て
し
ま
う

の
だ
ろ
う
か
と
不
安
な
お
気
持
ち
を
抱

い
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
ま
ず
加

茂
文
化
会
館
の
現
状
と
課
題
、
今
後
の

方
向
性
に
つ
い
て
こ
れ
か
ら
お
話
し
い

た
し
ま
す
。

　
加
茂
文
化
会
館
の
概
要
は
以
下
の
通

り
で
す
。

加
茂
文
化
会
館
に
つ
い
て

　
左
記
か
ら
も
お
わ
か
り
の
よ
う
に
、

加
茂
文
化
会
館
は
建
設
さ
れ
て
か
ら
38

年
経
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
間
、

大
き
な
改
修
や
修
繕
が
行
わ
れ
て
お
ら

ず
老
朽
化
が
進
ん
で
い
る
の
が
実
状
で

す
。
一
方
で
、
平
成
29
年
に
建
物
の
耐

震
診
断
（
天
井
、
内
装
な
ど
の
非
構
造

物
を
除
く
）
が
行
わ
れ
、
地
震
の
振
動

及
び
衝
撃
に
対
し
て
倒
壊
し
、
ま
た
は

崩
壊
す
る
危
険
性
が
低
い
と
い
う
良
好

な
結
果
が
出
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
中

で
な
ぜ
休
館
を
検
討
し
て
い
る
の
か
、

そ
の
理
由
に
つ
い
て
現
在
の
課
題
と
と

も
に
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

【
現
在
あ
る
課
題
】

①
大
ホ
ー
ル
客
席
天
井
が
既
存
不
適
格

　
の
状
態
で
あ
り
、
耐
震
改
修
を
行
う

　
必
要
が
あ
る
。

・
既
存
不
適
格
と
は
、
建
設
時
は
当
時

　
の
法
令
等
に
適
し
て
い
た
が
法
令
の

　
改
正
な
ど
で
不
適
格
な
部
分
が
生
じ

　
た
状
態
を
指
し
ま
す
。
大
ホ
ー
ル
の

　
客
席
天
井
が
そ
れ
に
該
当
し
、
平
成

　
25
年
建
築
基
準
法
施
行
令
の
改
正
に

　
よ
り
建
築
物
の
増
改
築
を
行
う
際
は

　
天
井
の
改
修
を
行
わ
な
く
て
は
な
ら

　
な
く
な
っ
た
こ
と
に
加
え
、
平
成
28

　
年
の
熊
本
地
震
の
天
井
被
害
の
状
況

　
か
ら
増
改
築
の
予
定
が
な
い
建
築
物

　
に
つ
い
て
も
改
修
を
行
う
こ
と
が
望

　
ま
し
い
と
さ
れ
ま
し
た
。

②
舞
台
照
明
設
備
が
老
朽
化
し
て
お

　
り
、
更
新
が
必
要
で
あ
る
。

・
調
光
卓
や
調
光
器
に
不
具
合
が
あ
る

　
が
古
い
機
器
の
た
め
部
品
が
な
く
修

　
理
が
で
き
な
い
状
態
で
す
。
ま
た
、

　
照
明
機
材
や
コ
ン
セ
ン
ト
金
具
は
現

　
在
使
用
で
き
な
い
仕
様
な
の
で
全
面

　
的
な
取
替
え
が
必
要
で
す
。

③
舞
台
機
構
設
備
が
老
朽
化
し
て
お

　
り
、
更
新
が
必
要
で
あ
る
。

・
施
工
会
社
の
推
奨
更
新
年
数
は
10
年

　
〜
15
年
で
あ
り
、
そ
れ
を
大
幅
に
超

　
え
て
38
年
使
用
し
て
い
ま
す
。
ワ
イ

　
ヤ
ー
ロ
ー
プ
は
毎
年
点
検
し
て
い
ま

　
す
が
、
吊
り
物
の
落
下
な
ど
は
重
大

　
な
事
故
に
つ
な
が
り
ま
す
。

④
そ
の
他
の
設
備
（
給
水
設
備
、
Ｇ
Ｈ

　
Ｐ
冷
暖
房
機
）が
老
朽
化
し
て
お
り
、

　
更
新
が
必
要
で
あ
る
。

・
雨
漏
り
も
し
て
お
り
、
屋
根
や
外
壁

　
の
修
繕
も
必
要
で
す
。

⑤
現
代
の
ニ
ー
ズ
、
現
在
の
法
令
に
則

　
っ
た
施
設
整
備
が
必
要
で
あ
る
。

・
舞
台
機
器
の
デ
ジ
タ
ル
化
、
親
子
ル

　
ー
ム
の
設
置
や
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ

　
イ
ン
の
導
入
の
必
要
性
が
高
ま
っ
て

　
い
ま
す
。

【
令
和
３
年
度
か
ら
休
館
を
予
定
し
て

い
る
理
由
】

○
な
ぜ
休
館
を
検
討
し
て
い
る
の
か

・
前
述
の
①
と
③
か
ら
現
状
の
ま
ま
で

　
は
安
全
性
を
担
保
で
き
ず
、
利
用
で

　
き
る
よ
う
に
す
る
に
は
安
全
性
を
確

　
保
し
て
か
ら
の
ほ
う
が
よ
い
と
判
断

　
し
た
か
ら
。

○
な
ぜ
令
和
３
年
度
か
ら
の
休
館
な
の
か

・
令
和
元
年
度
中
に
は
既
に
令
和
２
年

　
度
の
事
業
や
イ
ベ
ン
ト
の
予
約
が

　
入
っ
て
い
た
た
め
、
令
和
３
年
度
か

　
ら
の
ほ
う
が
混
乱
を
避
け
ら
れ
る
と

　
判
断
し
た
か
ら
。

【
今
後
の
方
針
】

　
加
茂
文
化
会
館
の
吊
り
天
井
の
耐
震

化
や
改
修
工
事
を
全
面
的
に
行
う
と
約

17
億
６
３
０
０
万
円
か
か
る
と
試
算
さ

れ
て
い
ま
す
。
国
の
補
助
金
を
使
う
こ

と
に
し
て
も
、
改
修
工
事
の
た
め
の
積

立
て
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
加
茂

市
に
と
っ
て
は
大
き
な
負
担
額
で
す
。

加
え
て
、
他
の
公
共
施
設
も
老
朽
化
し

て
い
る
中
で
、
加
茂
文
化
会
館
だ
け
に

税
金
を
使
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

　
で
は
、
加
茂
文
化
会
館
の
今
後
の
方

向
性
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な
可
能
性
が

考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。

１
．
吊
り
天
井
の
耐
震
化
、
機
器
の
改

　
修
等
の
全
面
改
修
を
し
、
現
在
と

　
同
じ
よ
う
に
利
用
で
き
る
よ
う
に

　
す
る
。

２
．
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
の
必
要

　
最
小
限
の
工
事
を
し
て
、
利
用
方
法

　
を
制
限
し
な
が
ら
再
開
す
る
。

３
．
練
習
室
を
増
設
す
る
な
ど
の
リ

　
ニ
ュ
ー
ア
ル
を
す
る
。

４
．
解
体
し
て
新
し
い
施
設
（
複
合
施

　
設
）
を
作
る
。

　
そ
こ
で
市
は
今
年
度
中
に
公
共
施
設

再
配
置
計
画
を
策
定
し
、
加
茂
市
全
体

の
公
共
施
設
の
現
状
を
把
握
し
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
計
画
の
中
で
、

施
設
の
集
約
化
、
複
合
化
、
廃
止
等
を

示
し
ま
す
。
加
茂
文
化
会
館
も
こ
の
計

画
の
対
象
施
設
に
な
り
ま
す
。
つ
ま

り
、
《
加
茂
文
化
会
館
の
改
修
工
事
に

お
金
を
た
く
さ
ん
使
っ
て
し
ま
っ
た
か

ら
他
の
施
設
に
使
う
お
金
が
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
》
と
な
ら
な
い
よ
う
に
全

体
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
て
加
茂
文
化
会

館
の
方
向
性
を
決
め
て
い
く
予
定
で

す
。
強
調
し
た
い
の
は
、
決
し
て
廃
止

が
決
定
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
安
全
性

が
確
保
さ
れ
て
い
る
小
ホ
ー
ル
、
サ
ー

ク
ル
室
、
ロ
ビ
ー
等
は
引
き
続
き
ご
利

用
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
次
に
加
茂
市
の
公
共
施
設
と
公
共
施

設
再
配
置
計
画
に
つ
い
て
ご
説
明
い
た

し
ま
す
。

　
加
茂
市
の
公
共
施
設
に
は
ど
の
よ
う

な
も
の
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
加
茂
文

化
会
館
の
他
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
、
公
民
館
、
体
育
館
な
ど
の
体
育

施
設
、
学
校
、
保
育
園
、
市
役
所
等
が

挙
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
は
雨
漏
り
な

ど
老
朽
化
が
進
ん
だ
施
設
も
多
く
、
維

持
修
繕
に
毎
年
多
く
の
予
算
を
使
っ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
や
り
方
は
人

口
減
少
、
財
政
状
況
の
厳
し
さ
を
考
え

る
と
非
効
率
で
、
税
金
の
無
駄
使
い
に

つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
す
。

　
統
廃
合
や
運
営
方
法
の
見
直
し
で

は
、
上
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
や

加
茂
美
人
の
湯
な
ど
既
に
先
行
し
て
取

り
組
ん
だ
施
設
も
あ
り
ま
す
が
、
基
本

的
に
は
公
共
施
設
再
配
置
計
画
を
も
と

に
施
設
の
統
廃
合
、
維
持
管
理
の
方
法

を
検
討
し
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、
こ
の

他
に
加
茂
市
・
田
上
町
消
防
衛
生
保
育

組
合
の
施
設
で
あ
る
、
ご
み
処
理
施
設

を
は
じ
め
、
し
尿
処
理
施
設
等
の
こ
と

も
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
こ
の
先
の

公
共
施
設
全
体
の
維
持
管
理
を
考
え
る

と
気
が
遠
く
な
る
と
感
じ
ら
れ
る
方
も

い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

少
し
ず
つ
計
画
的
に
前
に
進
め
て
い
く

し
か
方
法
は
な
い
の
で
す
。
こ
の
よ
う

な
状
況
の
も
と
で
、
効
率
よ
く
施
設

の
統
廃
合
や
維
持
管
理
が
で
き
る
よ

う
に
公
共
施
設
再
配

置
計
画
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

加
茂
文
化
会
館
に
つ
い
て

加
茂
文
化
会
館
に
つ
い
て

加
茂
市
長
　
藤
田
明
美

大ホール

客席天井裏（吊り天井とライト）

←次ページで
公共施設再配置計画
の流れを説明します

←次ページで
公共施設再配置計画
の流れを説明します

・構造：鉄筋コンクリート造り一部鉄骨造り
　　　　地下１階 地上４階建て
・建築面積：3, 817㎡　延床面積：5, 211㎡
・竣工：昭和56年12月25日
・開館：昭和57年２月27日

○耐震診断について
・昭和56年に耐震基準が強化されました。平成25
　年に、昭和56年以前に建てられた建物で大型施
　設に耐震診断が義務付けられたため、耐震診断
　を実施する必要がありました。（会館の設計は
　昭和54年）
・時期　平成28年度から29年度
　加茂文化会館耐震診断業務委託
　平成29年１月12日～平成29年９月８日
・結果　　Is＝0. 89　　q＝3. 07
　　0. 6≦Is　かつ　1. 0≦ｑは、地震の振動及び
　衝撃に対して倒壊し又は崩壊する危険性が低
　い、とされていますので、良好な結果でした。

加茂文化会館

※この耐震診断は内装や天井などの非構造物は含まれません。
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す
。
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度
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館
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る
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の
説
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加
茂
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行
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、
そ
の
後
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さ
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と
こ
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大
き
な
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が
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ま
し
た
。
多
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の
ご
意
見
を
い
た
だ

き
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改
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加
茂
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会
館
が
加
茂
市
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に
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非
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に
重
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な
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設
で
あ

る
こ
と
に
気
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た
だ
き
ま
し
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た
、
突
然
の
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表
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に
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会
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ま
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と
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お
気
持
ち
を
抱

い
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま

す
。
こ
の
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の
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会
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の
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う
に
、

加
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会
館
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建
設
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年
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て
い
ま
す
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こ
れ
ま
で
の
間
、

大
き
な
改
修
や
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繕
が
行
わ
れ
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お
ら

ず
老
朽
化
が
進
ん
で
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る
の
が
実
状
で

す
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一
方
で
、
平
成
29
年
に
建
物
の
耐

震
診
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（
天
井
、
内
装
な
ど
の
非
構
造

物
を
除
く
）
が
行
わ
れ
、
地
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に
対
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て
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ま
た
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崩
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客
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の
状
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あ
り
、
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改
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必
要
が
あ
る
。

・
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存
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適
格
と
は
、
建
設
時
は
当
時

　
の
法
令
等
に
適
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て
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た
が
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令
の

　
改
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な
ど
で
不
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な
部
分
が
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た
状
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し
ま
す
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大
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ル
の

　
客
席
天
井
が
そ
れ
に
該
当
し
、
平
成

　
25
年
建
築
基
準
法
施
行
令
の
改
正
に

　
よ
り
建
築
物
の
増
改
築
を
行
う
際
は

　
天
井
の
改
修
を
行
わ
な
く
て
は
な
ら

　
な
く
な
っ
た
こ
と
に
加
え
、
平
成
28

　
年
の
熊
本
地
震
の
天
井
被
害
の
状
況

　
か
ら
増
改
築
の
予
定
が
な
い
建
築
物

　
に
つ
い
て
も
改
修
を
行
う
こ
と
が
望

　
ま
し
い
と
さ
れ
ま
し
た
。

②
舞
台
照
明
設
備
が
老
朽
化
し
て
お

　
り
、
更
新
が
必
要
で
あ
る
。

・
調
光
卓
や
調
光
器
に
不
具
合
が
あ
る

　
が
古
い
機
器
の
た
め
部
品
が
な
く
修

　
理
が
で
き
な
い
状
態
で
す
。
ま
た
、

　
照
明
機
材
や
コ
ン
セ
ン
ト
金
具
は
現

　
在
使
用
で
き
な
い
仕
様
な
の
で
全
面

　
的
な
取
替
え
が
必
要
で
す
。

③
舞
台
機
構
設
備
が
老
朽
化
し
て
お

　
り
、
更
新
が
必
要
で
あ
る
。

・
施
工
会
社
の
推
奨
更
新
年
数
は
10
年

　
〜
15
年
で
あ
り
、
そ
れ
を
大
幅
に
超

　
え
て
38
年
使
用
し
て
い
ま
す
。
ワ
イ

　
ヤ
ー
ロ
ー
プ
は
毎
年
点
検
し
て
い
ま

　
す
が
、
吊
り
物
の
落
下
な
ど
は
重
大

　
な
事
故
に
つ
な
が
り
ま
す
。

④
そ
の
他
の
設
備
（
給
水
設
備
、
Ｇ
Ｈ

　
Ｐ
冷
暖
房
機
）が
老
朽
化
し
て
お
り
、

　
更
新
が
必
要
で
あ
る
。

・
雨
漏
り
も
し
て
お
り
、
屋
根
や
外
壁

　
の
修
繕
も
必
要
で
す
。

⑤
現
代
の
ニ
ー
ズ
、
現
在
の
法
令
に
則

　
っ
た
施
設
整
備
が
必
要
で
あ
る
。

・
舞
台
機
器
の
デ
ジ
タ
ル
化
、
親
子
ル

　
ー
ム
の
設
置
や
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ

　
イ
ン
の
導
入
の
必
要
性
が
高
ま
っ
て

　
い
ま
す
。

【
令
和
３
年
度
か
ら
休
館
を
予
定
し
て

い
る
理
由
】

○
な
ぜ
休
館
を
検
討
し
て
い
る
の
か

・
前
述
の
①
と
③
か
ら
現
状
の
ま
ま
で

　
は
安
全
性
を
担
保
で
き
ず
、
利
用
で

　
き
る
よ
う
に
す
る
に
は
安
全
性
を
確

　
保
し
て
か
ら
の
ほ
う
が
よ
い
と
判
断

　
し
た
か
ら
。

○
な
ぜ
令
和
３
年
度
か
ら
の
休
館
な
の
か

・
令
和
元
年
度
中
に
は
既
に
令
和
２
年

　
度
の
事
業
や
イ
ベ
ン
ト
の
予
約
が

　
入
っ
て
い
た
た
め
、
令
和
３
年
度
か

　
ら
の
ほ
う
が
混
乱
を
避
け
ら
れ
る
と

　
判
断
し
た
か
ら
。

【
今
後
の
方
針
】

　
加
茂
文
化
会
館
の
吊
り
天
井
の
耐
震

化
や
改
修
工
事
を
全
面
的
に
行
う
と
約

17
億
６
３
０
０
万
円
か
か
る
と
試
算
さ

れ
て
い
ま
す
。
国
の
補
助
金
を
使
う
こ

と
に
し
て
も
、
改
修
工
事
の
た
め
の
積

立
て
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
加
茂

市
に
と
っ
て
は
大
き
な
負
担
額
で
す
。

加
え
て
、
他
の
公
共
施
設
も
老
朽
化
し

て
い
る
中
で
、
加
茂
文
化
会
館
だ
け
に

税
金
を
使
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

　
で
は
、
加
茂
文
化
会
館
の
今
後
の
方

向
性
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な
可
能
性
が

考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。

１
．
吊
り
天
井
の
耐
震
化
、
機
器
の
改

　
修
等
の
全
面
改
修
を
し
、
現
在
と

　
同
じ
よ
う
に
利
用
で
き
る
よ
う
に

　
す
る
。

２
．
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
の
必
要

　
最
小
限
の
工
事
を
し
て
、
利
用
方
法

　
を
制
限
し
な
が
ら
再
開
す
る
。

３
．
練
習
室
を
増
設
す
る
な
ど
の
リ

　
ニ
ュ
ー
ア
ル
を
す
る
。

４
．
解
体
し
て
新
し
い
施
設
（
複
合
施

　
設
）
を
作
る
。

　
そ
こ
で
市
は
今
年
度
中
に
公
共
施
設

再
配
置
計
画
を
策
定
し
、
加
茂
市
全
体

の
公
共
施
設
の
現
状
を
把
握
し
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
計
画
の
中
で
、

施
設
の
集
約
化
、
複
合
化
、
廃
止
等
を

示
し
ま
す
。
加
茂
文
化
会
館
も
こ
の
計

画
の
対
象
施
設
に
な
り
ま
す
。
つ
ま

り
、
《
加
茂
文
化
会
館
の
改
修
工
事
に

お
金
を
た
く
さ
ん
使
っ
て
し
ま
っ
た
か

ら
他
の
施
設
に
使
う
お
金
が
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
》
と
な
ら
な
い
よ
う
に
全

体
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
て
加
茂
文
化
会

館
の
方
向
性
を
決
め
て
い
く
予
定
で

す
。
強
調
し
た
い
の
は
、
決
し
て
廃
止

が
決
定
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
安
全
性

が
確
保
さ
れ
て
い
る
小
ホ
ー
ル
、
サ
ー

ク
ル
室
、
ロ
ビ
ー
等
は
引
き
続
き
ご
利

用
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
次
に
加
茂
市
の
公
共
施
設
と
公
共
施

設
再
配
置
計
画
に
つ
い
て
ご
説
明
い
た

し
ま
す
。

　
加
茂
市
の
公
共
施
設
に
は
ど
の
よ
う

な
も
の
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
加
茂
文

化
会
館
の
他
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
、
公
民
館
、
体
育
館
な
ど
の
体
育

施
設
、
学
校
、
保
育
園
、
市
役
所
等
が

挙
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
は
雨
漏
り
な

ど
老
朽
化
が
進
ん
だ
施
設
も
多
く
、
維

持
修
繕
に
毎
年
多
く
の
予
算
を
使
っ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
や
り
方
は
人

口
減
少
、
財
政
状
況
の
厳
し
さ
を
考
え

る
と
非
効
率
で
、
税
金
の
無
駄
使
い
に

つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
す
。

　
統
廃
合
や
運
営
方
法
の
見
直
し
で

は
、
上
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
や

加
茂
美
人
の
湯
な
ど
既
に
先
行
し
て
取

り
組
ん
だ
施
設
も
あ
り
ま
す
が
、
基
本

的
に
は
公
共
施
設
再
配
置
計
画
を
も
と

に
施
設
の
統
廃
合
、
維
持
管
理
の
方
法

を
検
討
し
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、
こ
の

他
に
加
茂
市
・
田
上
町
消
防
衛
生
保
育

組
合
の
施
設
で
あ
る
、
ご
み
処
理
施
設

を
は
じ
め
、
し
尿
処
理
施
設
等
の
こ
と

も
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
こ
の
先
の

公
共
施
設
全
体
の
維
持
管
理
を
考
え
る

と
気
が
遠
く
な
る
と
感
じ
ら
れ
る
方
も

い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

少
し
ず
つ
計
画
的
に
前
に
進
め
て
い
く

し
か
方
法
は
な
い
の
で
す
。
こ
の
よ
う

な
状
況
の
も
と
で
、
効
率
よ
く
施
設

の
統
廃
合
や
維
持
管
理
が
で
き
る
よ

う
に
公
共
施
設
再
配

置
計
画
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

加
茂
文
化
会
館
に
つ
い
て

加
茂
文
化
会
館
に
つ
い
て

加
茂
市
長
　
藤
田
明
美

大ホール

客席天井裏（吊り天井とライト）

←次ページで
公共施設再配置計画
の流れを説明します

←次ページで
公共施設再配置計画
の流れを説明します

・構造：鉄筋コンクリート造り一部鉄骨造り
　　　　地下１階 地上４階建て
・建築面積：3, 817㎡　延床面積：5, 211㎡
・竣工：昭和56年12月25日
・開館：昭和57年２月27日

○耐震診断について
・昭和56年に耐震基準が強化されました。平成25
　年に、昭和56年以前に建てられた建物で大型施
　設に耐震診断が義務付けられたため、耐震診断
　を実施する必要がありました。（会館の設計は
　昭和54年）
・時期　平成28年度から29年度
　加茂文化会館耐震診断業務委託
　平成29年１月12日～平成29年９月８日
・結果　　Is＝0. 89　　q＝3. 07
　　0. 6≦Is　かつ　1. 0≦ｑは、地震の振動及び
　衝撃に対して倒壊し又は崩壊する危険性が低
　い、とされていますので、良好な結果でした。

加茂文化会館

※この耐震診断は内装や天井などの非構造物は含まれません。
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今
月
は
加
茂
文
化
会
館
と
市
の
公
共

施
設
再
配
置
計
画
に
つ
い
て
ご
説
明
い

た
し
ま
す
。

　
加
茂
文
化
会
館
に
つ
い
て
令
和
３
年

度
か
ら
休
館
を
検
討
し
て
い
る
旨
の
説

明
を
加
茂
市
議
会
で
行
い
、
そ
の
後
報

道
さ
れ
た
と
こ
ろ
大
き
な
反
響
が
あ
り

ま
し
た
。
多
く
の
ご
意
見
を
い
た
だ

き
、
改
め
て
加
茂
文
化
会
館
が
加
茂
市

民
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
施
設
で
あ

る
こ
と
に
気
づ
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
ま
た
、
突
然
の
発
表
ゆ
え
に
こ
れ

か
ら
文
化
会
館
は
ど
う
な
っ
て
し
ま
う

の
だ
ろ
う
か
と
不
安
な
お
気
持
ち
を
抱

い
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
ま
ず
加

茂
文
化
会
館
の
現
状
と
課
題
、
今
後
の

方
向
性
に
つ
い
て
こ
れ
か
ら
お
話
し
い

た
し
ま
す
。

　
加
茂
文
化
会
館
の
概
要
は
以
下
の
通

り
で
す
。

加
茂
文
化
会
館
に
つ
い
て

　
左
記
か
ら
も
お
わ
か
り
の
よ
う
に
、

加
茂
文
化
会
館
は
建
設
さ
れ
て
か
ら
38

年
経
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
間
、

大
き
な
改
修
や
修
繕
が
行
わ
れ
て
お
ら

ず
老
朽
化
が
進
ん
で
い
る
の
が
実
状
で

す
。
一
方
で
、
平
成
29
年
に
建
物
の
耐

震
診
断
（
天
井
、
内
装
な
ど
の
非
構
造

物
を
除
く
）
が
行
わ
れ
、
地
震
の
振
動

及
び
衝
撃
に
対
し
て
倒
壊
し
、
ま
た
は

崩
壊
す
る
危
険
性
が
低
い
と
い
う
良
好

な
結
果
が
出
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
中

で
な
ぜ
休
館
を
検
討
し
て
い
る
の
か
、

そ
の
理
由
に
つ
い
て
現
在
の
課
題
と
と

も
に
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

【
現
在
あ
る
課
題
】

①
大
ホ
ー
ル
客
席
天
井
が
既
存
不
適
格

　
の
状
態
で
あ
り
、
耐
震
改
修
を
行
う

　
必
要
が
あ
る
。

・
既
存
不
適
格
と
は
、
建
設
時
は
当
時

　
の
法
令
等
に
適
し
て
い
た
が
法
令
の

　
改
正
な
ど
で
不
適
格
な
部
分
が
生
じ

　
た
状
態
を
指
し
ま
す
。
大
ホ
ー
ル
の

　
客
席
天
井
が
そ
れ
に
該
当
し
、
平
成

　
25
年
建
築
基
準
法
施
行
令
の
改
正
に

　
よ
り
建
築
物
の
増
改
築
を
行
う
際
は

　
天
井
の
改
修
を
行
わ
な
く
て
は
な
ら

　
な
く
な
っ
た
こ
と
に
加
え
、
平
成
28

　
年
の
熊
本
地
震
の
天
井
被
害
の
状
況

　
か
ら
増
改
築
の
予
定
が
な
い
建
築
物

　
に
つ
い
て
も
改
修
を
行
う
こ
と
が
望

　
ま
し
い
と
さ
れ
ま
し
た
。

②
舞
台
照
明
設
備
が
老
朽
化
し
て
お

　
り
、
更
新
が
必
要
で
あ
る
。

・
調
光
卓
や
調
光
器
に
不
具
合
が
あ
る

　
が
古
い
機
器
の
た
め
部
品
が
な
く
修

　
理
が
で
き
な
い
状
態
で
す
。
ま
た
、

　
照
明
機
材
や
コ
ン
セ
ン
ト
金
具
は
現

　
在
使
用
で
き
な
い
仕
様
な
の
で
全
面

　
的
な
取
替
え
が
必
要
で
す
。

③
舞
台
機
構
設
備
が
老
朽
化
し
て
お

　
り
、
更
新
が
必
要
で
あ
る
。

・
施
工
会
社
の
推
奨
更
新
年
数
は
10
年

　
〜
15
年
で
あ
り
、
そ
れ
を
大
幅
に
超

　
え
て
38
年
使
用
し
て
い
ま
す
。
ワ
イ

　
ヤ
ー
ロ
ー
プ
は
毎
年
点
検
し
て
い
ま

　
す
が
、
吊
り
物
の
落
下
な
ど
は
重
大

　
な
事
故
に
つ
な
が
り
ま
す
。

④
そ
の
他
の
設
備
（
給
水
設
備
、
Ｇ
Ｈ

　
Ｐ
冷
暖
房
機
）が
老
朽
化
し
て
お
り
、

　
更
新
が
必
要
で
あ
る
。

・
雨
漏
り
も
し
て
お
り
、
屋
根
や
外
壁

　
の
修
繕
も
必
要
で
す
。

⑤
現
代
の
ニ
ー
ズ
、
現
在
の
法
令
に
則

　
っ
た
施
設
整
備
が
必
要
で
あ
る
。

・
舞
台
機
器
の
デ
ジ
タ
ル
化
、
親
子
ル

　
ー
ム
の
設
置
や
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ

　
イ
ン
の
導
入
の
必
要
性
が
高
ま
っ
て

　
い
ま
す
。

【
令
和
３
年
度
か
ら
休
館
を
予
定
し
て

い
る
理
由
】

○
な
ぜ
休
館
を
検
討
し
て
い
る
の
か

・
前
述
の
①
と
③
か
ら
現
状
の
ま
ま
で

　
は
安
全
性
を
担
保
で
き
ず
、
利
用
で

　
き
る
よ
う
に
す
る
に
は
安
全
性
を
確

　
保
し
て
か
ら
の
ほ
う
が
よ
い
と
判
断

　
し
た
か
ら
。

○
な
ぜ
令
和
３
年
度
か
ら
の
休
館
な
の
か

・
令
和
元
年
度
中
に
は
既
に
令
和
２
年

　
度
の
事
業
や
イ
ベ
ン
ト
の
予
約
が

　
入
っ
て
い
た
た
め
、
令
和
３
年
度
か

　
ら
の
ほ
う
が
混
乱
を
避
け
ら
れ
る
と

　
判
断
し
た
か
ら
。

【
今
後
の
方
針
】

　
加
茂
文
化
会
館
の
吊
り
天
井
の
耐
震

化
や
改
修
工
事
を
全
面
的
に
行
う
と
約

17
億
６
３
０
０
万
円
か
か
る
と
試
算
さ

れ
て
い
ま
す
。
国
の
補
助
金
を
使
う
こ

と
に
し
て
も
、
改
修
工
事
の
た
め
の
積

立
て
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
加
茂

市
に
と
っ
て
は
大
き
な
負
担
額
で
す
。

加
え
て
、
他
の
公
共
施
設
も
老
朽
化
し

て
い
る
中
で
、
加
茂
文
化
会
館
だ
け
に

税
金
を
使
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

　
で
は
、
加
茂
文
化
会
館
の
今
後
の
方

向
性
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な
可
能
性
が

考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。

１
．
吊
り
天
井
の
耐
震
化
、
機
器
の
改

　
修
等
の
全
面
改
修
を
し
、
現
在
と

　
同
じ
よ
う
に
利
用
で
き
る
よ
う
に

　
す
る
。

２
．
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
の
必
要

　
最
小
限
の
工
事
を
し
て
、
利
用
方
法

　
を
制
限
し
な
が
ら
再
開
す
る
。

３
．
練
習
室
を
増
設
す
る
な
ど
の
リ

　
ニ
ュ
ー
ア
ル
を
す
る
。

４
．
解
体
し
て
新
し
い
施
設
（
複
合
施

　
設
）
を
作
る
。

　
そ
こ
で
市
は
今
年
度
中
に
公
共
施
設

再
配
置
計
画
を
策
定
し
、
加
茂
市
全
体

の
公
共
施
設
の
現
状
を
把
握
し
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
計
画
の
中
で
、

施
設
の
集
約
化
、
複
合
化
、
廃
止
等
を

示
し
ま
す
。
加
茂
文
化
会
館
も
こ
の
計

画
の
対
象
施
設
に
な
り
ま
す
。
つ
ま

り
、
《
加
茂
文
化
会
館
の
改
修
工
事
に

お
金
を
た
く
さ
ん
使
っ
て
し
ま
っ
た
か

ら
他
の
施
設
に
使
う
お
金
が
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
》
と
な
ら
な
い
よ
う
に
全

体
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
て
加
茂
文
化
会

館
の
方
向
性
を
決
め
て
い
く
予
定
で

す
。
強
調
し
た
い
の
は
、
決
し
て
廃
止

が
決
定
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
安
全
性

が
確
保
さ
れ
て
い
る
小
ホ
ー
ル
、
サ
ー

ク
ル
室
、
ロ
ビ
ー
等
は
引
き
続
き
ご
利

用
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
次
に
加
茂
市
の
公
共
施
設
と
公
共
施

設
再
配
置
計
画
に
つ
い
て
ご
説
明
い
た

し
ま
す
。

　
加
茂
市
の
公
共
施
設
に
は
ど
の
よ
う

な
も
の
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
加
茂
文

化
会
館
の
他
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
、
公
民
館
、
体
育
館
な
ど
の
体
育

施
設
、
学
校
、
保
育
園
、
市
役
所
等
が

挙
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
は
雨
漏
り
な

ど
老
朽
化
が
進
ん
だ
施
設
も
多
く
、
維

持
修
繕
に
毎
年
多
く
の
予
算
を
使
っ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
や
り
方
は
人

口
減
少
、
財
政
状
況
の
厳
し
さ
を
考
え

る
と
非
効
率
で
、
税
金
の
無
駄
使
い
に

つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
す
。

　
統
廃
合
や
運
営
方
法
の
見
直
し
で

は
、
上
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
や

加
茂
美
人
の
湯
な
ど
既
に
先
行
し
て
取

り
組
ん
だ
施
設
も
あ
り
ま
す
が
、
基
本

的
に
は
公
共
施
設
再
配
置
計
画
を
も
と

に
施
設
の
統
廃
合
、
維
持
管
理
の
方
法

を
検
討
し
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、
こ
の

他
に
加
茂
市
・
田
上
町
消
防
衛
生
保
育

組
合
の
施
設
で
あ
る
、
ご
み
処
理
施
設

を
は
じ
め
、
し
尿
処
理
施
設
等
の
こ
と

も
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
こ
の
先
の

公
共
施
設
全
体
の
維
持
管
理
を
考
え
る

と
気
が
遠
く
な
る
と
感
じ
ら
れ
る
方
も

い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

少
し
ず
つ
計
画
的
に
前
に
進
め
て
い
く

し
か
方
法
は
な
い
の
で
す
。
こ
の
よ
う

な
状
況
の
も
と
で
、
効
率
よ
く
施
設

の
統
廃
合
や
維
持
管
理
が
で
き
る
よ

う
に
公
共
施
設
再
配

置
計
画
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

加
茂
文
化
会
館
に
つ
い
て

加
茂
文
化
会
館
に
つ
い
て

加
茂
市
長
　
藤
田
明
美

大ホール

客席天井裏（吊り天井とライト）

←次ページで
公共施設再配置計画
の流れを説明します

←次ページで
公共施設再配置計画
の流れを説明します

・構造：鉄筋コンクリート造り一部鉄骨造り
　　　　地下１階 地上４階建て
・建築面積：3, 817㎡　延床面積：5, 211㎡
・竣工：昭和56年12月25日
・開館：昭和57年２月27日

○耐震診断について
・昭和56年に耐震基準が強化されました。平成25
　年に、昭和56年以前に建てられた建物で大型施
　設に耐震診断が義務付けられたため、耐震診断
　を実施する必要がありました。（会館の設計は
　昭和54年）
・時期　平成28年度から29年度
　加茂文化会館耐震診断業務委託
　平成29年１月12日～平成29年９月８日
・結果　　Is＝0. 89　　q＝3. 07
　　0. 6≦Is　かつ　1. 0≦ｑは、地震の振動及び
　衝撃に対して倒壊し又は崩壊する危険性が低
　い、とされていますので、良好な結果でした。

加茂文化会館

※この耐震診断は内装や天井などの非構造物は含まれません。
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今
月
は
加
茂
文
化
会
館
と
市
の
公
共

施
設
再
配
置
計
画
に
つ
い
て
ご
説
明
い

た
し
ま
す
。

　
加
茂
文
化
会
館
に
つ
い
て
令
和
３
年

度
か
ら
休
館
を
検
討
し
て
い
る
旨
の
説

明
を
加
茂
市
議
会
で
行
い
、
そ
の
後
報

道
さ
れ
た
と
こ
ろ
大
き
な
反
響
が
あ
り

ま
し
た
。
多
く
の
ご
意
見
を
い
た
だ

き
、
改
め
て
加
茂
文
化
会
館
が
加
茂
市

民
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
施
設
で
あ

る
こ
と
に
気
づ
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
ま
た
、
突
然
の
発
表
ゆ
え
に
こ
れ

か
ら
文
化
会
館
は
ど
う
な
っ
て
し
ま
う

の
だ
ろ
う
か
と
不
安
な
お
気
持
ち
を
抱

い
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
ま
ず
加

茂
文
化
会
館
の
現
状
と
課
題
、
今
後
の

方
向
性
に
つ
い
て
こ
れ
か
ら
お
話
し
い

た
し
ま
す
。

　
加
茂
文
化
会
館
の
概
要
は
以
下
の
通

り
で
す
。

加
茂
文
化
会
館
に
つ
い
て

　
左
記
か
ら
も
お
わ
か
り
の
よ
う
に
、

加
茂
文
化
会
館
は
建
設
さ
れ
て
か
ら
38

年
経
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
間
、

大
き
な
改
修
や
修
繕
が
行
わ
れ
て
お
ら

ず
老
朽
化
が
進
ん
で
い
る
の
が
実
状
で

す
。
一
方
で
、
平
成
29
年
に
建
物
の
耐

震
診
断
（
天
井
、
内
装
な
ど
の
非
構
造

物
を
除
く
）
が
行
わ
れ
、
地
震
の
振
動

及
び
衝
撃
に
対
し
て
倒
壊
し
、
ま
た
は

崩
壊
す
る
危
険
性
が
低
い
と
い
う
良
好

な
結
果
が
出
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
中

で
な
ぜ
休
館
を
検
討
し
て
い
る
の
か
、

そ
の
理
由
に
つ
い
て
現
在
の
課
題
と
と

も
に
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

【
現
在
あ
る
課
題
】

①
大
ホ
ー
ル
客
席
天
井
が
既
存
不
適
格

　
の
状
態
で
あ
り
、
耐
震
改
修
を
行
う

　
必
要
が
あ
る
。

・
既
存
不
適
格
と
は
、
建
設
時
は
当
時

　
の
法
令
等
に
適
し
て
い
た
が
法
令
の

　
改
正
な
ど
で
不
適
格
な
部
分
が
生
じ

　
た
状
態
を
指
し
ま
す
。
大
ホ
ー
ル
の

　
客
席
天
井
が
そ
れ
に
該
当
し
、
平
成

　
25
年
建
築
基
準
法
施
行
令
の
改
正
に

　
よ
り
建
築
物
の
増
改
築
を
行
う
際
は

　
天
井
の
改
修
を
行
わ
な
く
て
は
な
ら

　
な
く
な
っ
た
こ
と
に
加
え
、
平
成
28

　
年
の
熊
本
地
震
の
天
井
被
害
の
状
況

　
か
ら
増
改
築
の
予
定
が
な
い
建
築
物

　
に
つ
い
て
も
改
修
を
行
う
こ
と
が
望

　
ま
し
い
と
さ
れ
ま
し
た
。

②
舞
台
照
明
設
備
が
老
朽
化
し
て
お

　
り
、
更
新
が
必
要
で
あ
る
。

・
調
光
卓
や
調
光
器
に
不
具
合
が
あ
る

　
が
古
い
機
器
の
た
め
部
品
が
な
く
修

　
理
が
で
き
な
い
状
態
で
す
。
ま
た
、

　
照
明
機
材
や
コ
ン
セ
ン
ト
金
具
は
現

　
在
使
用
で
き
な
い
仕
様
な
の
で
全
面

　
的
な
取
替
え
が
必
要
で
す
。

③
舞
台
機
構
設
備
が
老
朽
化
し
て
お

　
り
、
更
新
が
必
要
で
あ
る
。

・
施
工
会
社
の
推
奨
更
新
年
数
は
10
年

　
〜
15
年
で
あ
り
、
そ
れ
を
大
幅
に
超

　
え
て
38
年
使
用
し
て
い
ま
す
。
ワ
イ

　
ヤ
ー
ロ
ー
プ
は
毎
年
点
検
し
て
い
ま

　
す
が
、
吊
り
物
の
落
下
な
ど
は
重
大

　
な
事
故
に
つ
な
が
り
ま
す
。

④
そ
の
他
の
設
備
（
給
水
設
備
、
Ｇ
Ｈ

　
Ｐ
冷
暖
房
機
）が
老
朽
化
し
て
お
り
、

　
更
新
が
必
要
で
あ
る
。

・
雨
漏
り
も
し
て
お
り
、
屋
根
や
外
壁

　
の
修
繕
も
必
要
で
す
。

⑤
現
代
の
ニ
ー
ズ
、
現
在
の
法
令
に
則

　
っ
た
施
設
整
備
が
必
要
で
あ
る
。

・
舞
台
機
器
の
デ
ジ
タ
ル
化
、
親
子
ル

　
ー
ム
の
設
置
や
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ

　
イ
ン
の
導
入
の
必
要
性
が
高
ま
っ
て

　
い
ま
す
。

【
令
和
３
年
度
か
ら
休
館
を
予
定
し
て

い
る
理
由
】

○
な
ぜ
休
館
を
検
討
し
て
い
る
の
か

・
前
述
の
①
と
③
か
ら
現
状
の
ま
ま
で

　
は
安
全
性
を
担
保
で
き
ず
、
利
用
で

　
き
る
よ
う
に
す
る
に
は
安
全
性
を
確

　
保
し
て
か
ら
の
ほ
う
が
よ
い
と
判
断

　
し
た
か
ら
。

○
な
ぜ
令
和
３
年
度
か
ら
の
休
館
な
の
か

・
令
和
元
年
度
中
に
は
既
に
令
和
２
年

　
度
の
事
業
や
イ
ベ
ン
ト
の
予
約
が

　
入
っ
て
い
た
た
め
、
令
和
３
年
度
か

　
ら
の
ほ
う
が
混
乱
を
避
け
ら
れ
る
と

　
判
断
し
た
か
ら
。

【
今
後
の
方
針
】

　
加
茂
文
化
会
館
の
吊
り
天
井
の
耐
震

化
や
改
修
工
事
を
全
面
的
に
行
う
と
約

17
億
６
３
０
０
万
円
か
か
る
と
試
算
さ

れ
て
い
ま
す
。
国
の
補
助
金
を
使
う
こ

と
に
し
て
も
、
改
修
工
事
の
た
め
の
積

立
て
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
加
茂

市
に
と
っ
て
は
大
き
な
負
担
額
で
す
。

加
え
て
、
他
の
公
共
施
設
も
老
朽
化
し

て
い
る
中
で
、
加
茂
文
化
会
館
だ
け
に

税
金
を
使
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

　
で
は
、
加
茂
文
化
会
館
の
今
後
の
方

向
性
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な
可
能
性
が

考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。

１
．
吊
り
天
井
の
耐
震
化
、
機
器
の
改

　
修
等
の
全
面
改
修
を
し
、
現
在
と

　
同
じ
よ
う
に
利
用
で
き
る
よ
う
に

　
す
る
。

２
．
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
の
必
要

　
最
小
限
の
工
事
を
し
て
、
利
用
方
法

　
を
制
限
し
な
が
ら
再
開
す
る
。

３
．
練
習
室
を
増
設
す
る
な
ど
の
リ

　
ニ
ュ
ー
ア
ル
を
す
る
。

４
．
解
体
し
て
新
し
い
施
設
（
複
合
施

　
設
）
を
作
る
。

　
そ
こ
で
市
は
今
年
度
中
に
公
共
施
設

再
配
置
計
画
を
策
定
し
、
加
茂
市
全
体

の
公
共
施
設
の
現
状
を
把
握
し
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
計
画
の
中
で
、

施
設
の
集
約
化
、
複
合
化
、
廃
止
等
を

示
し
ま
す
。
加
茂
文
化
会
館
も
こ
の
計

画
の
対
象
施
設
に
な
り
ま
す
。
つ
ま

り
、
《
加
茂
文
化
会
館
の
改
修
工
事
に

お
金
を
た
く
さ
ん
使
っ
て
し
ま
っ
た
か

ら
他
の
施
設
に
使
う
お
金
が
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
》
と
な
ら
な
い
よ
う
に
全

体
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
て
加
茂
文
化
会

館
の
方
向
性
を
決
め
て
い
く
予
定
で

す
。
強
調
し
た
い
の
は
、
決
し
て
廃
止

が
決
定
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
安
全
性

が
確
保
さ
れ
て
い
る
小
ホ
ー
ル
、
サ
ー

ク
ル
室
、
ロ
ビ
ー
等
は
引
き
続
き
ご
利

用
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
次
に
加
茂
市
の
公
共
施
設
と
公
共
施

設
再
配
置
計
画
に
つ
い
て
ご
説
明
い
た

し
ま
す
。

　
加
茂
市
の
公
共
施
設
に
は
ど
の
よ
う

な
も
の
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
加
茂
文

化
会
館
の
他
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
、
公
民
館
、
体
育
館
な
ど
の
体
育

施
設
、
学
校
、
保
育
園
、
市
役
所
等
が

挙
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
は
雨
漏
り
な

ど
老
朽
化
が
進
ん
だ
施
設
も
多
く
、
維

持
修
繕
に
毎
年
多
く
の
予
算
を
使
っ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
や
り
方
は
人

口
減
少
、
財
政
状
況
の
厳
し
さ
を
考
え

る
と
非
効
率
で
、
税
金
の
無
駄
使
い
に

つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
す
。

　
統
廃
合
や
運
営
方
法
の
見
直
し
で

は
、
上
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
や

加
茂
美
人
の
湯
な
ど
既
に
先
行
し
て
取

り
組
ん
だ
施
設
も
あ
り
ま
す
が
、
基
本

的
に
は
公
共
施
設
再
配
置
計
画
を
も
と

に
施
設
の
統
廃
合
、
維
持
管
理
の
方
法

を
検
討
し
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、
こ
の

他
に
加
茂
市
・
田
上
町
消
防
衛
生
保
育

組
合
の
施
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茂
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て
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美
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←次ページで
公共施設再配置計画
の流れを説明します

←次ページで
公共施設再配置計画
の流れを説明します
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※この耐震診断は内装や天井などの非構造物は含まれません。
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公
共
施
設
再
配
置
計
画

　
施
設
の
再
配
置
の
方
向
性
を
検
討
す

る
流
れ
は
次
の
通
り
で
、
対
象
施
設
は

55
施
設
で
す
。
（
小
中
学
校
校
舎
、
体

育
館
を
除
く
）

１
．
施
設
の
状
況
を
把
握
し
分
析
・
評

　
　
価
す
る
た
め
、
施
設
ご
と
に
「
施

　
　
設
カ
ル
テ
」
を
作
成
し
ま
す
。

　
　
　
こ
れ
に
よ
り
、
施
設
の
利
用
状

　
　
況
や
財
務
状
況
と
い
っ
た
費
用
対

　
　
効
果
分
析
、
建
物
の
老
朽
化
状

　
　
況
・
耐
震
性
能
と
い
っ
た
施
設
性

　
　
能
分
析
を
行
い
定
量
的
な
評
価
を

　
　
行
い
ま
す
。
ま
た
施
設
の
必
要

　
　
性
・
機
能
性
・
代
替
性
と
い
っ
た

　
　
特
性
に
着
目
し
た
評
価
も
行
い
ま

　
　
す
。

２
．
施
設
の
立
地
状
況
に
つ
い
て
分
析

　
　
し
ま
す
。

　
　
　
Ｇ
Ｉ
Ｓ
と
い
う
地
理
情
報
シ
ス

　
　
テ
ム
を
用
い
て
、
公
共
交
通
か
ら

　
　
の
距
離
等
を
分
析
し
公
共
施
設
ご

　
　
と
に
交
通
の
利
便
性
を
把
握
し
ま

　
　
す
。
ま
た
現
在
の
防
災
デ
ー
タ
と

　
　
あ
わ
せ
る
こ
と
で
、
災
害
の
危
険

　
　
性
に
つ
い
て
も
分
析
し
ま
す
。

３
．
施
設
の
将
来
性
に
つ
い
て
分
析
し

　
　
ま
す
。

　
　
　
関
連
計
画
で
の
位
置
づ
け
、
人

　
　
口
デ
ー
タ
を
活
用
し
た
将
来
人
口

　
　
動
向
を
把
握
し
、
ま
た
住
民
懇
談

　
　
会
な
ど
も
開
催
し
な
が
ら
、
将
来

　
　
の
ま
ち
づ
く
り
の
方
向
性
や
人
口

　
　
動
向
の
観
点
か
ら
施
設
の
将
来
性

　
　
に
つ
い
て
分
析
し
ま
す
。

４
．
再
配
置
に
向
け
た
課
題
等
を
整
理

　
　
し
ま
す
。

　
　
　
公
共
施
設
評
価
、
立
地
状
況
分

　
　
析
、
将
来
性
分
析
な
ど
の
結
果
か

　
　
ら
、
施
設
の
再
配
置
に
向
け
た
問

　
　
題
・
課
題
な
ど
を
整
理
し
ま
す
。

５
．
再
配
置
の
方
向
性
を
提
示
し
ま
す
。

　
　
　
こ
れ
ま
で
の
分
析
に
基
づ
き
総

　
　
合
的
な
評
価
を
行
い
、
施
設
の
集

　
　
約
化
・
複
合
化
・
縮
小
・
廃
止
と

　
　
い
っ
た
再
配
置
の
結
果
を
示
し
、

　
　
実
施
時
期
の
計
画
や
再
配
置
後
の

　
　
削
減
効
果
と
い
っ
た
再
配
置
の
方

　
　
向
性
を
示
し
ま
す
。

　
以
上
が
公
共
施
設
再
配
置
計
画
の
流

れ
で
す
。

カ
レ
ン
ダ
ー
・
子
供
プ
ー
ル
オ
ー
プ
ン

公
共
施
設
再
配
置
計
画

計画対象施設（一覧）
・図書館　　　　・公民館須田分館
・公民館（市民体育館含む）
・民俗資料館　　・下条川ダム自然学習館
・加茂市庭球場　・陸上競技場
・川西野球場　　・七谷野球場
・サッカー場　　・子供プール
・冬鳥越スキーガーデン
・体操トレーニングセンター
・加茂市屋内ゲートボール場
・下条体育センター
・勤労者体育センター
・温水プール
・学校町共同調理場
・青海町共同調理場
・七谷共同調理場
・須田共同調理場
・加茂土産物センター・インフォメーショ
　ンセンター
・ビジターセンター（粟ケ岳県民休養地）
・産業センター
・市民福祉交流センター「加茂美人の湯」
・くだもの広場
・加茂山リス園
・乳幼児遊びの広場
・須田憩いと遊びの広場
・加茂保育園　　・西宮保育園
・西加茂保育園　・高柳保育園
・芝野保育園　　・天神林保育園
・狭口保育園
・市役所庁舎　　・文化会館
・地域交流センター
・下条コミュニティセンター
・七谷コミュニティセンター
・須田コミュニティセンター
・中央コミュニティセンター
・上条コミュニティセンター
・北コミュニティセンター
・老人福祉センター　ゆきつばき荘
・老人憩いの家　かも川荘
・勤労青少年ホーム
・西加茂団地集会場
・学校町団地集会場
・西加茂集会所　・再開発住宅
・機能訓練センター
・母子健康センター
・雪椿の舎
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新
型
コ
ロ
ナ

家
庭
内
で
の
注
意
点

ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合！

家庭内でご注意いただきたいこと
～８つのポイント～

・個室にしましょう。部屋数が少なく部屋を分けられない場合、少なくとも２ｍ
　以上の距離を保ったり、仕切りやカーテンなどを設置することをお勧めします。
・ご本人は極力部屋から出ないようにしましょう。

部屋を分けましょう

・持病のある人、免疫の低下した人、妊婦の人などが感染者のお世話をするのは避け
　てください。

感染者のお世話はできるだけ限られた人で

・使用したマスクは他の部屋に持ち出さないでください。
・マスクの表面には触れないようにしてください。
・マスクを外した後は必ずせっけんで手を洗いましょう。

マスクをつけましょう

・共用部分は薄めた市販の家庭用塩素系漂白剤で拭いた後、水拭きしましょう。
・トイレや洗面所は、通常の家庭用洗剤ですすぎ、家庭用消毒剤でこまめに消毒しま
　しょう。
・洗浄前のものを共用しないようにしてください。

手で触れる共有部分を消毒しましょう

・定期的に換気してください。
換気をしましょう

・こまめにせっけんで手を洗いましょう。アルコール消毒をしましょう。洗っていない手
　で目や鼻、口などを触らないようにしてください。

こまめに手を洗いましょう

・鼻をかんだティッシュはすぐにビニール袋に入れ、室外に出すときは密閉して捨て
　てください。その後は直ちにせっけんで手を洗いましょう。

ゴミは密閉して捨てましょう

・体液で汚れた衣服、リネンを取り扱う際は、手袋とマスクをつけ、一般的な家庭用
　洗剤で洗濯し完全に乾かしてください。

※ご本人は外出を避けてください。
※ご家族、同居されている人も熱を測るなど、健康観察をしてください。特に咳や発熱などの症状が
あるときには、職場などに行かないでください。

汚れたリネン（シーツ、枕カバーなど）、衣服を洗濯しましょう

厚生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf ）を元に作成
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秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動

　９月 21 日（月）～ 30 日（水）は「秋の全国交通安全運動期間」、９月 30 日（水）は「交
通事故死ゼロを目指す日」です。夕暮れの早まりと秋の行楽期が重なるこの時期は
交通事故が多発します。３つの「運動の重点」を心掛け交通安全に取り組みましょう。

重　点❶ 子どもを始めとする歩行者の安全と自転車の安全利用の確保

重　点❷　高齢運転者等の安全運転の励行

～横断歩道での歩行者優先（新潟県重点）～
運転者は　▼幼稚園や保育園、学校などの周辺では、不意な飛び出しに対応できるよう十分に速度を落として安全運転
を心掛けましょう。▼横断歩道は歩行者が最優先。ドライバーは横断歩道の手前では減速するなど、横断しようとして
いる歩行者に備え、横断者がいる時は必ず一時停止しましょう。

歩行者は　▼令和元年中、県内では 36 人の歩行者が交通事故で亡くなり、そのうち 20
人は道路横断中でした。道路を横断するときは、安全を十分確認しましょう。

自転車は　▼昨年、県内で自転車事故は 500 件発生し、９人の方が亡くなっています。
　次の「自転車安全利用五則」を守り、交通安全に取り組みましょう。
❶自転車は車道が原則、歩道は例外❷車道は左側を通行❸歩道は歩行者優先で車道寄り
を徐行❹安全ルールを守る（飲酒運転、二人乗り、並走の禁止、夜間はライトを点灯、
交差点での信号遵守と一時停止・安全確認）❺子どもはヘルメットを着用

■夕暮れ時と夜間の交通事故防止
歩行者・自転車は　▼白色など明るく目立つ色の服装を心掛け、夜光反射材などを活用。自転車は
ライトを早めに点灯して、ドライバーに自らの存在を知らせましょう。
運転者は　▼早めにライトを点灯し、自らの存在を周りに知らせましょう。ライトは上向きが基本
です。状況に応じて、上向き・下向きをこまめに切り替え、歩行者等の早期発見に努めましょう。

■飲酒運転等の危険運転の防止
　県内では昨年、飲酒運転による交通事故が 40 件発生し、６件が死亡事故でした。「飲酒運転
を絶対にしない、させない、許さない」を合い言葉に飲酒運転を根絶しましょう。
運転者は　▼アルコールは体内から簡単に抜けません、翌日に車の運転予定があるときは、深
酒は控えましょう。自転車でも飲酒運転は違反です。絶対にやめましょう。

高齢者は　▼昨年の「県内高齢者」の交通事故死者数は全死者数の 72％でした。「高齢運
転者」の交通事故死者数は、全死者数の 40.9％でした。歳を重ねるにつれ身体能力は低下
するので、高齢運転者は特にゆとりを持った運転を心掛けましょう。

自動車に乗る人は　▼シートベルト・チャイルドシートは「大切な命綱」。車に乗ったら
「すぐベルト」を合い言葉に、すべての座席でシートベルトを着用する習慣をつけましょう。

重　点❸　夕暮れ時と夜間の交通事故防止と飲酒運転等の危険運転の防止

危険！妨害運転はやめましょう
◎妨害運転（あおり運転）は重大な交通事故につながる悪質・危険な行為であり、道路交通法違反に該当します。
◎妨害運転によるトラブルに巻き込まれないためにも、車を運転する際は、周りの車の動きなどに注意し、思い
やり・ゆずり合いの気持ちを持った運転を心掛けましょう。

問い合わせ　環境課公害交通係（☎52－0080内線 151）

秋の全国交通安全運動　９月21日～30日

実
施
期
間

10
月
１
日
〜
令
和
３
年
３

月
31
日

■
13
歳
未
満

対
　
象
　
１
回
目
の
接
種
日
に
生
後
６

か
月
以
上
13
歳
未
満
の
人
。

助
成
額
　
１
回
に
つ
き
千
500
円
（
期
間

内
に
１
人
２
回
ま
で
）

　
接
種
希
望
者
は
（
加
茂
市
、
田
上
町

の
）
指
定
医
療
機
関
に
あ
る
申
請
書
に

必
要
事
項
を
記
入
し
、
接
種
当
日
に
医

療
機
関
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
来
年
度
、
新
た
に
小
学
校
へ
入
学
す

る
児
童
の
健
康
診
断
を
行
い
ま
す
。

　
対
象
は
平
成
26
年
４
月
２
日
か
ら
平

成
27
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
児

童
で
す
。
対
象
者
の
世
帯
に
は
近
日
中

に
各
小
学
校
か
ら
案
内
文
書
が
届
け
ら

れ
ま
す
。

月
日
／
小
学
校
名

▼
10
月
12
日（
月
）

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種

13
歳
未
満
は
費
用
助
成
、
65
歳
以
上
は
定
期
接
種

新
１
年
生

　
　
就
学
時
健
診

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種

　
医
療
機
関
に
は
助
成
額
を
差
し
引
い

た
金
額
を
支
払
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
接
種
金
額
は
医
療
機
関
に
よ

り
異
な
る
の
で
、
予
約
の
際
に
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

■
65
歳
以
上

対
　
象
　
接
種
日
に
満
65
歳
以
上
の

人
。
60
歳
〜
64
歳
で
心
臓
、
腎
臓
、
呼

吸
器
等
で
重
い
疾
患
の
あ
る
人
も
含

む
。

接
種
料
金

千
650
円

予
診
票
、
接
種
券
は
指
定
医
療
機
関
、

市
役
所
、
公
民
館
に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。

※

詳
し
く
は
次
号
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
健
康
課
衛
生
係
（
☎
内

線
165
）

　
法
の
日
（
10
月
１
日
）
に
、
新
潟
県

全
市
町
村
で
事
前
予
約
制
の
無
料
法
律

相
談
会
を
実
施
し
ま
す
。

　
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
（
相
談

料
無
料
・
秘
密
厳
守
）。

日
　
時

10
月
１
日
（
木
）
午
後
１
時

〜
午
後
３
時
30
分

会
　
場
　
市
役
所
１
階
相
談
室
３

予
約
・
問
い
合
わ
せ
　
新
潟
県
弁
護
士

会
（
☎
025

－

222

－

５
５
３
３
）

七
谷
小
▼
21
日
（
水
）
加
茂
西
小
、
石

川
小
▼
22
日
（
木
）
下
条
小
▼
27
日

（
火
）
加
茂
南
小
▼
28
日
（
水
）
加
茂

小
、
須
田
小

開
始
時
間
　
各
校
と
も
午
後
の
実
施
で

す
が
、
学
校
ご
と
に
実
施
時
間
が
異
な

り
ま
す
の
で
、
案
内
文
書
で
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

そ
の
他
　
当
日
病
気
な
ど
で
健
診
を
受

け
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
入
学
す
る
学

校
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
教
育
委
員
会
学
校
教
育

課
（
☎
内
線
451
）

県
弁
護
士
会
全
県
一
斉

　
　
　
　
無
料
法
律
相
談
会

　
新
潟
県
司
法
書
士
会
で
は
、
10
月
１

日
の
「
法
の
日
」
に
ち
な
ん
で
、
会
員

各
事
務
所
で
無
料
相
談
を
行
い
ま
す
。

期
　
間

10
月
１
日
（
木
）
〜
７
日

（
水
）

司
法
書
士
無
料
相
談
週
間

時
　
間
　
各
事
務
所
の
執
務
時
間
内

内
　
容
　
市
民
生
活
一
般
に
関
す
る
法

律
相
談
（
登
記
、
訴
訟
、
相
続
、
成
年

後
見
、
多
重
債
務
、
悪
徳
商
法
等
）

■
相
続
法
改
正
に
つ
い
て
司
法
書
士
に

よ
る
講
演
・
相
談
会

開
催
日

10
月
４
日
（
日
）

時
　
間
　
午
後
１
時
〜
１
時
45
分
（
講

演
）、
２
時
〜
５
時
（
相
談
会
）

会
　
場
　
新
潟
県
司
法
書
士
会
館
（
新

潟
市
中
央
区
笹
口
１
）、
ア
オ
ー
レ
長

岡
（
長
岡
市
大
手
通
１
）

予
約
・
問
い
合
わ
せ
　
新
潟
県
司
法
書

士
会
（
☎
025

－

244

－

５
１
２
１
）
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秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動

　９月 21 日（月）～ 30 日（水）は「秋の全国交通安全運動期間」、９月 30 日（水）は「交
通事故死ゼロを目指す日」です。夕暮れの早まりと秋の行楽期が重なるこの時期は
交通事故が多発します。３つの「運動の重点」を心掛け交通安全に取り組みましょう。

重　点❶ 子どもを始めとする歩行者の安全と自転車の安全利用の確保

重　点❷　高齢運転者等の安全運転の励行

～横断歩道での歩行者優先（新潟県重点）～
運転者は　▼幼稚園や保育園、学校などの周辺では、不意な飛び出しに対応できるよう十分に速度を落として安全運転
を心掛けましょう。▼横断歩道は歩行者が最優先。ドライバーは横断歩道の手前では減速するなど、横断しようとして
いる歩行者に備え、横断者がいる時は必ず一時停止しましょう。

歩行者は　▼令和元年中、県内では 36 人の歩行者が交通事故で亡くなり、そのうち 20
人は道路横断中でした。道路を横断するときは、安全を十分確認しましょう。

自転車は　▼昨年、県内で自転車事故は 500 件発生し、９人の方が亡くなっています。
　次の「自転車安全利用五則」を守り、交通安全に取り組みましょう。
❶自転車は車道が原則、歩道は例外❷車道は左側を通行❸歩道は歩行者優先で車道寄り
を徐行❹安全ルールを守る（飲酒運転、二人乗り、並走の禁止、夜間はライトを点灯、
交差点での信号遵守と一時停止・安全確認）❺子どもはヘルメットを着用

■夕暮れ時と夜間の交通事故防止
歩行者・自転車は　▼白色など明るく目立つ色の服装を心掛け、夜光反射材などを活用。自転車は
ライトを早めに点灯して、ドライバーに自らの存在を知らせましょう。
運転者は　▼早めにライトを点灯し、自らの存在を周りに知らせましょう。ライトは上向きが基本
です。状況に応じて、上向き・下向きをこまめに切り替え、歩行者等の早期発見に努めましょう。

■飲酒運転等の危険運転の防止
　県内では昨年、飲酒運転による交通事故が 40 件発生し、６件が死亡事故でした。「飲酒運転
を絶対にしない、させない、許さない」を合い言葉に飲酒運転を根絶しましょう。
運転者は　▼アルコールは体内から簡単に抜けません、翌日に車の運転予定があるときは、深
酒は控えましょう。自転車でも飲酒運転は違反です。絶対にやめましょう。

高齢者は　▼昨年の「県内高齢者」の交通事故死者数は全死者数の 72％でした。「高齢運
転者」の交通事故死者数は、全死者数の 40.9％でした。歳を重ねるにつれ身体能力は低下
するので、高齢運転者は特にゆとりを持った運転を心掛けましょう。

自動車に乗る人は　▼シートベルト・チャイルドシートは「大切な命綱」。車に乗ったら
「すぐベルト」を合い言葉に、すべての座席でシートベルトを着用する習慣をつけましょう。

重　点❸　夕暮れ時と夜間の交通事故防止と飲酒運転等の危険運転の防止

危険！妨害運転はやめましょう
◎妨害運転（あおり運転）は重大な交通事故につながる悪質・危険な行為であり、道路交通法違反に該当します。
◎妨害運転によるトラブルに巻き込まれないためにも、車を運転する際は、周りの車の動きなどに注意し、思い
やり・ゆずり合いの気持ちを持った運転を心掛けましょう。

問い合わせ　環境課公害交通係（☎52－0080内線 151）

秋の全国交通安全運動　９月21日～30日

実
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期
間

10
月
１
日
〜
令
和
３
年
３

月
31
日

■
13
歳
未
満

対
　
象
　
１
回
目
の
接
種
日
に
生
後
６

か
月
以
上
13
歳
未
満
の
人
。

助
成
額
　
１
回
に
つ
き
千
500
円
（
期
間

内
に
１
人
２
回
ま
で
）

　
接
種
希
望
者
は
（
加
茂
市
、
田
上
町

の
）
指
定
医
療
機
関
に
あ
る
申
請
書
に

必
要
事
項
を
記
入
し
、
接
種
当
日
に
医

療
機
関
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
来
年
度
、
新
た
に
小
学
校
へ
入
学
す

る
児
童
の
健
康
診
断
を
行
い
ま
す
。

　
対
象
は
平
成
26
年
４
月
２
日
か
ら
平

成
27
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
児

童
で
す
。
対
象
者
の
世
帯
に
は
近
日
中

に
各
小
学
校
か
ら
案
内
文
書
が
届
け
ら

れ
ま
す
。

月
日
／
小
学
校
名

▼
10
月
12
日（
月
）

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種

13
歳
未
満
は
費
用
助
成
、
65
歳
以
上
は
定
期
接
種

新
１
年
生

　
　
就
学
時
健
診

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種

　
医
療
機
関
に
は
助
成
額
を
差
し
引
い

た
金
額
を
支
払
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
接
種
金
額
は
医
療
機
関
に
よ

り
異
な
る
の
で
、
予
約
の
際
に
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

■
65
歳
以
上

対
　
象
　
接
種
日
に
満
65
歳
以
上
の

人
。
60
歳
〜
64
歳
で
心
臓
、
腎
臓
、
呼

吸
器
等
で
重
い
疾
患
の
あ
る
人
も
含

む
。

接
種
料
金

千
650
円

予
診
票
、
接
種
券
は
指
定
医
療
機
関
、

市
役
所
、
公
民
館
に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。

※

詳
し
く
は
次
号
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
健
康
課
衛
生
係
（
☎
内

線
165
）

　
法
の
日
（
10
月
１
日
）
に
、
新
潟
県

全
市
町
村
で
事
前
予
約
制
の
無
料
法
律

相
談
会
を
実
施
し
ま
す
。

　
お
気
軽
に
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利
用
く
だ
さ
い
（
相
談

料
無
料
・
秘
密
厳
守
）。

日
　
時

10
月
１
日
（
木
）
午
後
１
時

〜
午
後
３
時
30
分

会
　
場
　
市
役
所
１
階
相
談
室
３

予
約
・
問
い
合
わ
せ
　
新
潟
県
弁
護
士

会
（
☎
025

－

222

－

５
５
３
３
）

七
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▼
21
日
（
水
）
加
茂
西
小
、
石

川
小
▼
22
日
（
木
）
下
条
小
▼
27
日

（
火
）
加
茂
南
小
▼
28
日
（
水
）
加
茂

小
、
須
田
小

開
始
時
間
　
各
校
と
も
午
後
の
実
施
で

す
が
、
学
校
ご
と
に
実
施
時
間
が
異
な

り
ま
す
の
で
、
案
内
文
書
で
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

そ
の
他
　
当
日
病
気
な
ど
で
健
診
を
受

け
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
入
学
す
る
学

校
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
教
育
委
員
会
学
校
教
育

課
（
☎
内
線
451
）

県
弁
護
士
会
全
県
一
斉

　
　
　
　
無
料
法
律
相
談
会

　
新
潟
県
司
法
書
士
会
で
は
、
10
月
１

日
の
「
法
の
日
」
に
ち
な
ん
で
、
会
員

各
事
務
所
で
無
料
相
談
を
行
い
ま
す
。

期
　
間

10
月
１
日
（
木
）
〜
７
日

（
水
）

司
法
書
士
無
料
相
談
週
間

時
　
間
　
各
事
務
所
の
執
務
時
間
内

内
　
容
　
市
民
生
活
一
般
に
関
す
る
法

律
相
談
（
登
記
、
訴
訟
、
相
続
、
成
年

後
見
、
多
重
債
務
、
悪
徳
商
法
等
）

■
相
続
法
改
正
に
つ
い
て
司
法
書
士
に

よ
る
講
演
・
相
談
会

開
催
日

10
月
４
日
（
日
）

時
　
間
　
午
後
１
時
〜
１
時
45
分
（
講

演
）、
２
時
〜
５
時
（
相
談
会
）

会
　
場
　
新
潟
県
司
法
書
士
会
館
（
新

潟
市
中
央
区
笹
口
１
）、
ア
オ
ー
レ
長

岡
（
長
岡
市
大
手
通
１
）

予
約
・
問
い
合
わ
せ
　
新
潟
県
司
法
書

士
会
（
☎
025

－

244

－

５
１
２
１
）

有料広告
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報
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下水道事業受益者負担金
　　  ２期分は 30 日まで

市
事
業
継
続
給
付
金
申
請
は
30
日
ま
で

◆第22回絵手紙展　み～んなで心をひとつに
会　期　９月26日（土）～10月３日（土）
時　間　午前９時～午後５時
会　場　たくみサロン（新栄町）
問い合わせ　茂野さん（℡52－5525）

　下水道事業受益者負担金第２期分の納期限
は９月30日（水）です。忘れずに納入して
ください。なお、土地の売買などで受益者の
変更があったときは「受益者変更申告書」
を、また受益者が住所などを変更したときは
「受益者住所変更申告書」を上下水道課へ提
出してください。
■納入に便利な口座振替　下水道使用料およ
び下水道事業受益者負担金の納入には、納め
忘れのないように「口座振替」をお勧めしま
す。口座振替依頼書は、上下水道課または市
内の各金融機関、ＪＡ各支店、郵便局の窓口
にあります。
問い合わせ　上下水道課庶務係（☎内線231）

ギャラリー・コンサートがいど

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
で
、
売
上
が
前
年
同
月
比
で
30
％
以

上
50
％
未
満
減
少
し
て
い
る
市
内
中
小

企
業
者
が
対
象
の
「
加
茂
市
事
業
継
続

給
付
金
」
の
申
請
は
９
月
30
日
（
水
）

ま
で
で
す
。

　
該
当
す
る
事
業
主
の
皆
様
は
早
め
に

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、
雇
用
調
整
助
成
金
の
申
請
に

要
す
る
社
会
保
険
労
務
士
へ
の
手
数
料

を
補
助
す
る
「
雇
用
調
整
助
成
金
活
用

促
進
補
助
金
」
の
申
請
は
令
和
３
年
１

月
29
日
（
金
）
ま
で
延
長
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
　
商
工
観
光
課
商
工
振
興

係
（
☎
内
線
132
）

10
月
開
催
予
定
の
合
同
相
談
は
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
の
た
め
中

止
し
ま
す
。

　
市
役
所
な
ど
で
開
催
さ
れ
る
定
例
相

談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
定
例
相
談

❶
心
配
ご
と
相
談

開
催
日
　
水
曜
日
午
前
９
時
〜
午
後
３
時

会
　
場
　
市
役
所
１
階
相
談
室
４

問
い
合
わ
せ
　
社
会
福
祉
協
議
会
（
☎

52

－

６
６
６
７
）

❷
弁
護
士
に
よ
る
法
律
相
談
（
要
予

約
）

開
催
日

11
月
25
日(

水)

　
午
後
１
時

〜
午
後
４
時

会
　
場
　
市
役
所
１
階
相
談
室
３

予
約
・
問
い
合
わ
せ
　
社
会
福
祉
協
議

会
（
☎
52

－

６
６
６
７
）

❸
行
政
相
談

開
催
日
　
毎
月
第
２
・
４
水
曜
日
、
午

前
９
時
〜
11
時
30
分

会
　
場
　
市
役
所
１
階
相
談
室
１

問
い
合
わ
せ
　
市
民
課
管
理
係
（
☎
内

線
111
）

期
　
間
　
９
月
29
日
（
火
）
〜
11
月
５

日
（
木
）※

全
12
回
開
催

時
　
間
　
午
後
６
時
30
分
〜
９
時

会
　
場
　
商
工
会
議
所
会
議
室

講
　
師
　
西
丸
保
幸
さ
ん
（
税
理
士
、

（
税
）
山
口
会
計
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
）

受
講
料
　
１
万
６
千
円
（
テ
キ
ス
ト
代

含
む
）

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
　
９
月
23
日

（
水
）
ま
で
に
商
工
会
議
所
（
☎
52

－

１
７
４
０
、

第39回市民カラオケ大会
日　時　９月 22日（火・祝）
　　　　午後１時開演
入場料　800 円※当日販売

第42回市民芸能祭　入場料無料

日　時　９月 27日（日）午後１時開演
演　目　箏、琵琶、詩吟、神楽

合
同
相
談
中
止

☎53－0842

加
茂
市
事
業
継
続
給
付
金

　
　
　
　
申
請
は
30
日
ま
で

日
商
簿
記
　
３
級
対
策
講
座

　
　
　
　
　http://www.kamocci.

or.jp/

）
へ
。
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秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動

　９月 21 日（月）～ 30 日（水）は「秋の全国交通安全運動期間」、９月 30 日（水）は「交
通事故死ゼロを目指す日」です。夕暮れの早まりと秋の行楽期が重なるこの時期は
交通事故が多発します。３つの「運動の重点」を心掛け交通安全に取り組みましょう。

重　点❶ 子どもを始めとする歩行者の安全と自転車の安全利用の確保

重　点❷　高齢運転者等の安全運転の励行

～横断歩道での歩行者優先（新潟県重点）～
運転者は　▼幼稚園や保育園、学校などの周辺では、不意な飛び出しに対応できるよう十分に速度を落として安全運転
を心掛けましょう。▼横断歩道は歩行者が最優先。ドライバーは横断歩道の手前では減速するなど、横断しようとして
いる歩行者に備え、横断者がいる時は必ず一時停止しましょう。

歩行者は　▼令和元年中、県内では 36 人の歩行者が交通事故で亡くなり、そのうち 20
人は道路横断中でした。道路を横断するときは、安全を十分確認しましょう。

自転車は　▼昨年、県内で自転車事故は 500 件発生し、９人の方が亡くなっています。
　次の「自転車安全利用五則」を守り、交通安全に取り組みましょう。
❶自転車は車道が原則、歩道は例外❷車道は左側を通行❸歩道は歩行者優先で車道寄り
を徐行❹安全ルールを守る（飲酒運転、二人乗り、並走の禁止、夜間はライトを点灯、
交差点での信号遵守と一時停止・安全確認）❺子どもはヘルメットを着用

■夕暮れ時と夜間の交通事故防止
歩行者・自転車は　▼白色など明るく目立つ色の服装を心掛け、夜光反射材などを活用。自転車は
ライトを早めに点灯して、ドライバーに自らの存在を知らせましょう。
運転者は　▼早めにライトを点灯し、自らの存在を周りに知らせましょう。ライトは上向きが基本
です。状況に応じて、上向き・下向きをこまめに切り替え、歩行者等の早期発見に努めましょう。

■飲酒運転等の危険運転の防止
　県内では昨年、飲酒運転による交通事故が 40 件発生し、６件が死亡事故でした。「飲酒運転
を絶対にしない、させない、許さない」を合い言葉に飲酒運転を根絶しましょう。
運転者は　▼アルコールは体内から簡単に抜けません、翌日に車の運転予定があるときは、深
酒は控えましょう。自転車でも飲酒運転は違反です。絶対にやめましょう。

高齢者は　▼昨年の「県内高齢者」の交通事故死者数は全死者数の 72％でした。「高齢運
転者」の交通事故死者数は、全死者数の 40.9％でした。歳を重ねるにつれ身体能力は低下
するので、高齢運転者は特にゆとりを持った運転を心掛けましょう。

自動車に乗る人は　▼シートベルト・チャイルドシートは「大切な命綱」。車に乗ったら
「すぐベルト」を合い言葉に、すべての座席でシートベルトを着用する習慣をつけましょう。

重　点❸　夕暮れ時と夜間の交通事故防止と飲酒運転等の危険運転の防止

危険！妨害運転はやめましょう
◎妨害運転（あおり運転）は重大な交通事故につながる悪質・危険な行為であり、道路交通法違反に該当します。
◎妨害運転によるトラブルに巻き込まれないためにも、車を運転する際は、周りの車の動きなどに注意し、思い
やり・ゆずり合いの気持ちを持った運転を心掛けましょう。

問い合わせ　環境課公害交通係（☎52－0080内線 151）

秋の全国交通安全運動　９月21日～30日

実
施
期
間

10
月
１
日
〜
令
和
３
年
３

月
31
日

■
13
歳
未
満

対
　
象
　
１
回
目
の
接
種
日
に
生
後
６

か
月
以
上
13
歳
未
満
の
人
。

助
成
額
　
１
回
に
つ
き
千
500
円
（
期
間

内
に
１
人
２
回
ま
で
）

　
接
種
希
望
者
は
（
加
茂
市
、
田
上
町

の
）
指
定
医
療
機
関
に
あ
る
申
請
書
に

必
要
事
項
を
記
入
し
、
接
種
当
日
に
医

療
機
関
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
来
年
度
、
新
た
に
小
学
校
へ
入
学
す

る
児
童
の
健
康
診
断
を
行
い
ま
す
。

　
対
象
は
平
成
26
年
４
月
２
日
か
ら
平

成
27
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
児

童
で
す
。
対
象
者
の
世
帯
に
は
近
日
中

に
各
小
学
校
か
ら
案
内
文
書
が
届
け
ら

れ
ま
す
。

月
日
／
小
学
校
名

▼
10
月
12
日（
月
）

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種

13
歳
未
満
は
費
用
助
成
、
65
歳
以
上
は
定
期
接
種

新
１
年
生

　
　
就
学
時
健
診

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種

　
医
療
機
関
に
は
助
成
額
を
差
し
引
い

た
金
額
を
支
払
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
接
種
金
額
は
医
療
機
関
に
よ

り
異
な
る
の
で
、
予
約
の
際
に
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

■
65
歳
以
上

対
　
象
　
接
種
日
に
満
65
歳
以
上
の

人
。
60
歳
〜
64
歳
で
心
臓
、
腎
臓
、
呼

吸
器
等
で
重
い
疾
患
の
あ
る
人
も
含

む
。

接
種
料
金

千
650
円

予
診
票
、
接
種
券
は
指
定
医
療
機
関
、

市
役
所
、
公
民
館
に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。

※

詳
し
く
は
次
号
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
健
康
課
衛
生
係
（
☎
内

線
165
）

　
法
の
日
（
10
月
１
日
）
に
、
新
潟
県

全
市
町
村
で
事
前
予
約
制
の
無
料
法
律

相
談
会
を
実
施
し
ま
す
。

　
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
（
相
談

料
無
料
・
秘
密
厳
守
）。

日
　
時

10
月
１
日
（
木
）
午
後
１
時

〜
午
後
３
時
30
分

会
　
場
　
市
役
所
１
階
相
談
室
３

予
約
・
問
い
合
わ
せ
　
新
潟
県
弁
護
士

会
（
☎
025

－

222

－

５
５
３
３
）

七
谷
小
▼
21
日
（
水
）
加
茂
西
小
、
石

川
小
▼
22
日
（
木
）
下
条
小
▼
27
日

（
火
）
加
茂
南
小
▼
28
日
（
水
）
加
茂

小
、
須
田
小

開
始
時
間
　
各
校
と
も
午
後
の
実
施
で

す
が
、
学
校
ご
と
に
実
施
時
間
が
異
な

り
ま
す
の
で
、
案
内
文
書
で
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

そ
の
他
　
当
日
病
気
な
ど
で
健
診
を
受

け
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
入
学
す
る
学

校
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
教
育
委
員
会
学
校
教
育

課
（
☎
内
線
451
）

県
弁
護
士
会
全
県
一
斉

　
　
　
　
無
料
法
律
相
談
会

　
新
潟
県
司
法
書
士
会
で
は
、
10
月
１

日
の
「
法
の
日
」
に
ち
な
ん
で
、
会
員

各
事
務
所
で
無
料
相
談
を
行
い
ま
す
。

期
　
間

10
月
１
日
（
木
）
〜
７
日

（
水
）

司
法
書
士
無
料
相
談
週
間

時
　
間
　
各
事
務
所
の
執
務
時
間
内

内
　
容
　
市
民
生
活
一
般
に
関
す
る
法

律
相
談
（
登
記
、
訴
訟
、
相
続
、
成
年

後
見
、
多
重
債
務
、
悪
徳
商
法
等
）

■
相
続
法
改
正
に
つ
い
て
司
法
書
士
に

よ
る
講
演
・
相
談
会

開
催
日

10
月
４
日
（
日
）

時
　
間
　
午
後
１
時
〜
１
時
45
分
（
講

演
）、
２
時
〜
５
時
（
相
談
会
）

会
　
場
　
新
潟
県
司
法
書
士
会
館
（
新

潟
市
中
央
区
笹
口
１
）、
ア
オ
ー
レ
長

岡
（
長
岡
市
大
手
通
１
）

予
約
・
問
い
合
わ
せ
　
新
潟
県
司
法
書

士
会
（
☎
025

－

244

－

５
１
２
１
）

就
学
時
健
診

有料広告
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下水道事業受益者負担金
　　  ２期分は 30 日まで

市
事
業
継
続
給
付
金
申
請
は
30
日
ま
で

◆第22回絵手紙展　み～んなで心をひとつに
会　期　９月26日（土）～10月３日（土）
時　間　午前９時～午後５時
会　場　たくみサロン（新栄町）
問い合わせ　茂野さん（℡52－5525）

　下水道事業受益者負担金第２期分の納期限
は９月30日（水）です。忘れずに納入して
ください。なお、土地の売買などで受益者の
変更があったときは「受益者変更申告書」
を、また受益者が住所などを変更したときは
「受益者住所変更申告書」を上下水道課へ提
出してください。
■納入に便利な口座振替　下水道使用料およ
び下水道事業受益者負担金の納入には、納め
忘れのないように「口座振替」をお勧めしま
す。口座振替依頼書は、上下水道課または市
内の各金融機関、ＪＡ各支店、郵便局の窓口
にあります。
問い合わせ　上下水道課庶務係（☎内線231）

ギャラリー・コンサートがいど

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
で
、
売
上
が
前
年
同
月
比
で
30
％
以

上
50
％
未
満
減
少
し
て
い
る
市
内
中
小

企
業
者
が
対
象
の
「
加
茂
市
事
業
継
続

給
付
金
」
の
申
請
は
９
月
30
日
（
水
）

ま
で
で
す
。

　
該
当
す
る
事
業
主
の
皆
様
は
早
め
に

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、
雇
用
調
整
助
成
金
の
申
請
に

要
す
る
社
会
保
険
労
務
士
へ
の
手
数
料

を
補
助
す
る
「
雇
用
調
整
助
成
金
活
用

促
進
補
助
金
」
の
申
請
は
令
和
３
年
１

月
29
日
（
金
）
ま
で
延
長
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
　
商
工
観
光
課
商
工
振
興

係
（
☎
内
線
132
）

10
月
開
催
予
定
の
合
同
相
談
は
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
の
た
め
中

止
し
ま
す
。

　
市
役
所
な
ど
で
開
催
さ
れ
る
定
例
相

談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
定
例
相
談

❶
心
配
ご
と
相
談

開
催
日
　
水
曜
日
午
前
９
時
〜
午
後
３
時

会
　
場
　
市
役
所
１
階
相
談
室
４

問
い
合
わ
せ
　
社
会
福
祉
協
議
会
（
☎

52

－

６
６
６
７
）

❷
弁
護
士
に
よ
る
法
律
相
談
（
要
予

約
）

開
催
日

11
月
25
日(

水)

　
午
後
１
時

〜
午
後
４
時

会
　
場
　
市
役
所
１
階
相
談
室
３

予
約
・
問
い
合
わ
せ
　
社
会
福
祉
協
議

会
（
☎
52

－

６
６
６
７
）

❸
行
政
相
談

開
催
日
　
毎
月
第
２
・
４
水
曜
日
、
午

前
９
時
〜
11
時
30
分

会
　
場
　
市
役
所
１
階
相
談
室
１

問
い
合
わ
せ
　
市
民
課
管
理
係
（
☎
内

線
111
）

期
　
間
　
９
月
29
日
（
火
）
〜
11
月
５

日
（
木
）※

全
12
回
開
催

時
　
間
　
午
後
６
時
30
分
〜
９
時

会
　
場
　
商
工
会
議
所
会
議
室

講
　
師
　
西
丸
保
幸
さ
ん
（
税
理
士
、

（
税
）
山
口
会
計
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
）

受
講
料
　
１
万
６
千
円
（
テ
キ
ス
ト
代

含
む
）

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
　
９
月
23
日

（
水
）
ま
で
に
商
工
会
議
所
（
☎
52

－

１
７
４
０
、

第39回市民カラオケ大会
日　時　９月 22日（火・祝）
　　　　午後１時開演
入場料　800 円※当日販売

第42回市民芸能祭　入場料無料

日　時　９月 27日（日）午後１時開演
演　目　箏、琵琶、詩吟、神楽

合
同
相
談
中
止

☎53－0842

加
茂
市
事
業
継
続
給
付
金

　
　
　
　
申
請
は
30
日
ま
で

日
商
簿
記
　
３
級
対
策
講
座

　
　
　
　
　http://www.kamocci.

or.jp/

）
へ
。
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秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動

　９月 21 日（月）～ 30 日（水）は「秋の全国交通安全運動期間」、９月 30 日（水）は「交
通事故死ゼロを目指す日」です。夕暮れの早まりと秋の行楽期が重なるこの時期は
交通事故が多発します。３つの「運動の重点」を心掛け交通安全に取り組みましょう。

重　点❶ 子どもを始めとする歩行者の安全と自転車の安全利用の確保

重　点❷　高齢運転者等の安全運転の励行

～横断歩道での歩行者優先（新潟県重点）～
運転者は　▼幼稚園や保育園、学校などの周辺では、不意な飛び出しに対応できるよう十分に速度を落として安全運転
を心掛けましょう。▼横断歩道は歩行者が最優先。ドライバーは横断歩道の手前では減速するなど、横断しようとして
いる歩行者に備え、横断者がいる時は必ず一時停止しましょう。

歩行者は　▼令和元年中、県内では 36 人の歩行者が交通事故で亡くなり、そのうち 20
人は道路横断中でした。道路を横断するときは、安全を十分確認しましょう。

自転車は　▼昨年、県内で自転車事故は 500 件発生し、９人の方が亡くなっています。
　次の「自転車安全利用五則」を守り、交通安全に取り組みましょう。
❶自転車は車道が原則、歩道は例外❷車道は左側を通行❸歩道は歩行者優先で車道寄り
を徐行❹安全ルールを守る（飲酒運転、二人乗り、並走の禁止、夜間はライトを点灯、
交差点での信号遵守と一時停止・安全確認）❺子どもはヘルメットを着用

■夕暮れ時と夜間の交通事故防止
歩行者・自転車は　▼白色など明るく目立つ色の服装を心掛け、夜光反射材などを活用。自転車は
ライトを早めに点灯して、ドライバーに自らの存在を知らせましょう。
運転者は　▼早めにライトを点灯し、自らの存在を周りに知らせましょう。ライトは上向きが基本
です。状況に応じて、上向き・下向きをこまめに切り替え、歩行者等の早期発見に努めましょう。

■飲酒運転等の危険運転の防止
　県内では昨年、飲酒運転による交通事故が 40 件発生し、６件が死亡事故でした。「飲酒運転
を絶対にしない、させない、許さない」を合い言葉に飲酒運転を根絶しましょう。
運転者は　▼アルコールは体内から簡単に抜けません、翌日に車の運転予定があるときは、深
酒は控えましょう。自転車でも飲酒運転は違反です。絶対にやめましょう。

高齢者は　▼昨年の「県内高齢者」の交通事故死者数は全死者数の 72％でした。「高齢運
転者」の交通事故死者数は、全死者数の 40.9％でした。歳を重ねるにつれ身体能力は低下
するので、高齢運転者は特にゆとりを持った運転を心掛けましょう。

自動車に乗る人は　▼シートベルト・チャイルドシートは「大切な命綱」。車に乗ったら
「すぐベルト」を合い言葉に、すべての座席でシートベルトを着用する習慣をつけましょう。

重　点❸　夕暮れ時と夜間の交通事故防止と飲酒運転等の危険運転の防止

危険！妨害運転はやめましょう
◎妨害運転（あおり運転）は重大な交通事故につながる悪質・危険な行為であり、道路交通法違反に該当します。
◎妨害運転によるトラブルに巻き込まれないためにも、車を運転する際は、周りの車の動きなどに注意し、思い
やり・ゆずり合いの気持ちを持った運転を心掛けましょう。

問い合わせ　環境課公害交通係（☎52－0080内線 151）

秋の全国交通安全運動　９月21日～30日

実
施
期
間

10
月
１
日
〜
令
和
３
年
３

月
31
日

■
13
歳
未
満

対
　
象
　
１
回
目
の
接
種
日
に
生
後
６

か
月
以
上
13
歳
未
満
の
人
。

助
成
額
　
１
回
に
つ
き
千
500
円
（
期
間

内
に
１
人
２
回
ま
で
）

　
接
種
希
望
者
は
（
加
茂
市
、
田
上
町

の
）
指
定
医
療
機
関
に
あ
る
申
請
書
に

必
要
事
項
を
記
入
し
、
接
種
当
日
に
医

療
機
関
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
来
年
度
、
新
た
に
小
学
校
へ
入
学
す

る
児
童
の
健
康
診
断
を
行
い
ま
す
。

　
対
象
は
平
成
26
年
４
月
２
日
か
ら
平

成
27
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
児

童
で
す
。
対
象
者
の
世
帯
に
は
近
日
中

に
各
小
学
校
か
ら
案
内
文
書
が
届
け
ら

れ
ま
す
。

月
日
／
小
学
校
名

▼
10
月
12
日（
月
）

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種

13
歳
未
満
は
費
用
助
成
、
65
歳
以
上
は
定
期
接
種

新
１
年
生

　
　
就
学
時
健
診

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種

　
医
療
機
関
に
は
助
成
額
を
差
し
引
い

た
金
額
を
支
払
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
接
種
金
額
は
医
療
機
関
に
よ

り
異
な
る
の
で
、
予
約
の
際
に
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

■
65
歳
以
上

対
　
象
　
接
種
日
に
満
65
歳
以
上
の

人
。
60
歳
〜
64
歳
で
心
臓
、
腎
臓
、
呼

吸
器
等
で
重
い
疾
患
の
あ
る
人
も
含

む
。

接
種
料
金

千
650
円

予
診
票
、
接
種
券
は
指
定
医
療
機
関
、

市
役
所
、
公
民
館
に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。

※

詳
し
く
は
次
号
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
健
康
課
衛
生
係
（
☎
内

線
165
）

　
法
の
日
（
10
月
１
日
）
に
、
新
潟
県

全
市
町
村
で
事
前
予
約
制
の
無
料
法
律

相
談
会
を
実
施
し
ま
す
。

　
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
（
相
談

料
無
料
・
秘
密
厳
守
）。

日
　
時

10
月
１
日
（
木
）
午
後
１
時

〜
午
後
３
時
30
分

会
　
場
　
市
役
所
１
階
相
談
室
３

予
約
・
問
い
合
わ
せ
　
新
潟
県
弁
護
士

会
（
☎
025

－

222

－

５
５
３
３
）

七
谷
小
▼
21
日
（
水
）
加
茂
西
小
、
石

川
小
▼
22
日
（
木
）
下
条
小
▼
27
日

（
火
）
加
茂
南
小
▼
28
日
（
水
）
加
茂

小
、
須
田
小

開
始
時
間
　
各
校
と
も
午
後
の
実
施
で

す
が
、
学
校
ご
と
に
実
施
時
間
が
異
な

り
ま
す
の
で
、
案
内
文
書
で
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

そ
の
他
　
当
日
病
気
な
ど
で
健
診
を
受

け
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
入
学
す
る
学

校
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
教
育
委
員
会
学
校
教
育

課
（
☎
内
線
451
）

県
弁
護
士
会
全
県
一
斉

　
　
　
　
無
料
法
律
相
談
会

　
新
潟
県
司
法
書
士
会
で
は
、
10
月
１

日
の
「
法
の
日
」
に
ち
な
ん
で
、
会
員

各
事
務
所
で
無
料
相
談
を
行
い
ま
す
。

期
　
間

10
月
１
日
（
木
）
〜
７
日

（
水
）

司
法
書
士
無
料
相
談
週
間

時
　
間
　
各
事
務
所
の
執
務
時
間
内

内
　
容
　
市
民
生
活
一
般
に
関
す
る
法

律
相
談
（
登
記
、
訴
訟
、
相
続
、
成
年

後
見
、
多
重
債
務
、
悪
徳
商
法
等
）

■
相
続
法
改
正
に
つ
い
て
司
法
書
士
に

よ
る
講
演
・
相
談
会

開
催
日

10
月
４
日
（
日
）

時
　
間
　
午
後
１
時
〜
１
時
45
分
（
講

演
）、
２
時
〜
５
時
（
相
談
会
）

会
　
場
　
新
潟
県
司
法
書
士
会
館
（
新

潟
市
中
央
区
笹
口
１
）、
ア
オ
ー
レ
長

岡
（
長
岡
市
大
手
通
１
）

予
約
・
問
い
合
わ
せ
　
新
潟
県
司
法
書

士
会
（
☎
025

－

244

－

５
１
２
１
）

有料広告
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炭
焼
き
体
験
今
年
は
申
し
込
み
制
で

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
事
前
申
し
込
み
に
よ

り
開
催
し
ま
す
。
３
日
間
高
温
で
焼
か
れ
た
岳
炭
を
窯
か
ら
取
り
出
す

作
業
体
験
で
す
（
参
加
費
無
料
）
。

開
催
日

10
月
18
、
25
日
、
11
月
１
、
８
、
15
日
の
各
曜
日
午
前
11
時

こ
ろ
か
ら
約
１
時
間
程
度※

感
染
症
や
台
風
等
で
中
止
の
場
合
あ
り
。

場
　
所
　
粟
ケ
岳
県
民
休
養
地
（
水
源
地
）
炭
焼
き
小
屋

定
　
員
　
各
日
20
人
（
定
員
を
超
え
た
場
合
抽
選
）

申
し
込
み

10
月
７
日
（
水
）
必
着
で
、
必
要
事
項
（
参
加
者
全
員
の

住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
電
話
番
号
と
参
加
希
望
日※

第
３
希
望
ま
で

可
）
を
記
入
し
て
、
メ
ー
ル
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
郵
送
の
い
ず
れ
か
で

商
工
観
光
課
観
光
係
（
〒
959

－

１
３
９
２
加
茂
市
幸
町
２

－

３

－

５
、

☎
内
線
131
、
℻
53

－

４
６
７
６
、

　
参
加
の
決
定
は
10
月
９
日
（
金
）
以
降
に
通
知
し
ま
す
。

熊による
人身被害を防ごう

　今年はエサとなる木の実が不作にな
る見込みで、熊が人里に出没する可能
性が高くなります。熊のエサとなる生
ゴミや不要の農作物・果実は屋外に放
置しないでください。
　山に入るときは複数で行動し、鈴、
ラジオ等音の出るものを携行してくだ
さい。本来、熊は臆病な動物です。熊
に気づいた場合は落ち着いて背を向け
ずに静かに離れてください。
連絡先　加茂市クマ対策本部担当課
（農林課☎内線412）、緊急の場合は加
茂警察署（☎52－0110）
※市役所や各コミセンなどで「熊除け
の鈴（ベル型）」を１個400円で販売し
ています。

暮
ら
し
の
カ
レ
ン
ダ
ー
・
炭
焼
き
体
験

24
㈭
先負

2
㈮
大安

3
㈯
赤口

4
㈰
先勝

25
㈮
仏滅

26
㈯
大安

27
㈰
赤口

28
㈪
先勝

・休館（文化会館、温水プール）

・心配ごと相談
　　　　　　　市役所相談室４ 9：00～15：00
・なんでも健康相談
　　　　　　　　七谷コミセン 9：30～11：30

・休館（民俗資料館）

29
㈫
友引

30
㈬
先負

　休日当番医　鷲塚内科医院
 　　　　 ☎５２－２０５４ 9：00～17：00
・健康ウォーク
　　　　　　　市役所正面玄関 　8：45受付開始
・休館（民俗資料館）

休日当番医　田上診療所
 　　　　 ☎５７－５０１５ 9：00～17：00
・市長杯グラウンド・ゴルフ大会
　　リバーサイド加茂グラウンド・ゴルフコース
　　　　　　　　　　　　　　　 8：40から
・総体　太極拳
　　　　　　下条体育センター 9：00から
・市長杯冬鳥越クロスカントリー大会
　　　　冬鳥越スキーガーデン　10：00から
・第42回市民芸能祭　文化会館　13：00から

・行政相談　　市役所相談室１ 9：00～11：30
・心配ごと相談
　　　　　　　市役所相談室４ 9：00～15：00
・休館（温水プール、民俗資料館、各コミセン）

・なんでも健康相談
　　　　　　　　須田コミセン 9：30～11：30
・読もう、語ろうイギリス文学
　　　　　　　　　市立図書館　10：00から

・休館（公民館・市民体育館、民俗資料館、各
　コミセン）
・市立図書館特別整理期間（臨時休館日）
　※図書の特別整理（蔵書点検、ばく書作業）で
　９月28日（月）～10月８日（木）は臨時休館。

・市民ワークショップ
　　　　　　市役所３階会議室　10：00～12：00

・古典文学の集い・万葉集
　　　　　　　　　市立図書館　10：00から

9月・10月

23
友引

9月

㈬

1
仏滅

10月

㈭

月日 休日当番医（9:00～17:00） ☎
９／20（日） にのみや内科クリニック ５７－０７７０
21（月・祝） 中村医院 ５２－００９５
22（火・祝） 鷲塚内科医院 ５２－２０５４
27（日） 田上診療所 ５７－５０１５

10／４（日） 鷲塚内科医院 ５２－２０５４
11（日） 監物小児科医院 ５２－０８００

※加茂美人の湯　営業日は金曜日、土曜日、日曜日、祝日。
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炭
焼
き
体
験
今
年
は
申
し
込
み
制
で

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
事
前
申
し
込
み
に
よ

り
開
催
し
ま
す
。
３
日
間
高
温
で
焼
か
れ
た
岳
炭
を
窯
か
ら
取
り
出
す

作
業
体
験
で
す
（
参
加
費
無
料
）
。

開
催
日

10
月
18
、
25
日
、
11
月
１
、
８
、
15
日
の
各
曜
日
午
前
11
時

こ
ろ
か
ら
約
１
時
間
程
度※

感
染
症
や
台
風
等
で
中
止
の
場
合
あ
り
。

場
　
所
　
粟
ケ
岳
県
民
休
養
地
（
水
源
地
）
炭
焼
き
小
屋

定
　
員
　
各
日
20
人
（
定
員
を
超
え
た
場
合
抽
選
）

申
し
込
み

10
月
７
日
（
水
）
必
着
で
、
必
要
事
項
（
参
加
者
全
員
の

住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
電
話
番
号
と
参
加
希
望
日※

第
３
希
望
ま
で

可
）
を
記
入
し
て
、
メ
ー
ル
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
郵
送
の
い
ず
れ
か
で

商
工
観
光
課
観
光
係
（
〒
959

－

１
３
９
２
加
茂
市
幸
町
２

－

３

－

５
、

☎
内
線
131
、
℻
53

－

４
６
７
６
、

　
参
加
の
決
定
は
10
月
９
日
（
金
）
以
降
に
通
知
し
ま
す
。

熊による
人身被害を防ごう

　今年はエサとなる木の実が不作にな
る見込みで、熊が人里に出没する可能
性が高くなります。熊のエサとなる生
ゴミや不要の農作物・果実は屋外に放
置しないでください。
　山に入るときは複数で行動し、鈴、
ラジオ等音の出るものを携行してくだ
さい。本来、熊は臆病な動物です。熊
に気づいた場合は落ち着いて背を向け
ずに静かに離れてください。
連絡先　加茂市クマ対策本部担当課
（農林課☎内線412）、緊急の場合は加
茂警察署（☎52－0110）
※市役所や各コミセンなどで「熊除け
の鈴（ベル型）」を１個400円で販売し
ています。

暮
ら
し
の
カ
レ
ン
ダ
ー
・
炭
焼
き
体
験

24
㈭
先負

2
㈮
大安

3
㈯
赤口

4
㈰
先勝

25
㈮
仏滅

26
㈯
大安

27
㈰
赤口

28
㈪
先勝

・休館（文化会館、温水プール）

・心配ごと相談
　　　　　　　市役所相談室４ 9：00～15：00
・なんでも健康相談
　　　　　　　　七谷コミセン 9：30～11：30

・休館（民俗資料館）

29
㈫
友引

30
㈬
先負

　休日当番医　鷲塚内科医院
 　　　　 ☎５２－２０５４ 9：00～17：00
・健康ウォーク
　　　　　　　市役所正面玄関 　8：45受付開始
・休館（民俗資料館）

休日当番医　田上診療所
 　　　　 ☎５７－５０１５ 9：00～17：00
・市長杯グラウンド・ゴルフ大会
　　リバーサイド加茂グラウンド・ゴルフコース
　　　　　　　　　　　　　　　 8：40から
・総体　太極拳
　　　　　　下条体育センター 9：00から
・市長杯冬鳥越クロスカントリー大会
　　　　冬鳥越スキーガーデン　10：00から
・第42回市民芸能祭　文化会館　13：00から

・行政相談　　市役所相談室１ 9：00～11：30
・心配ごと相談
　　　　　　　市役所相談室４ 9：00～15：00
・休館（温水プール、民俗資料館、各コミセン）

・なんでも健康相談
　　　　　　　　須田コミセン 9：30～11：30
・読もう、語ろうイギリス文学
　　　　　　　　　市立図書館　10：00から

・休館（公民館・市民体育館、民俗資料館、各
　コミセン）
・市立図書館特別整理期間（臨時休館日）
　※図書の特別整理（蔵書点検、ばく書作業）で
　９月28日（月）～10月８日（木）は臨時休館。

・市民ワークショップ
　　　　　　市役所３階会議室　10：00～12：00

・古典文学の集い・万葉集
　　　　　　　　　市立図書館　10：00から

9月・10月

23
友引

9月

㈬

1
仏滅

10月

㈭

月日 休日当番医（9:00～17:00） ☎
９／20（日） にのみや内科クリニック ５７－０７７０
21（月・祝） 中村医院 ５２－００９５
22（火・祝） 鷲塚内科医院 ５２－２０５４
27（日） 田上診療所 ５７－５０１５

10／４（日） 鷲塚内科医院 ５２－２０５４
11（日） 監物小児科医院 ５２－０８００

※加茂美人の湯　営業日は金曜日、土曜日、日曜日、祝日。

syoko@
city.kam

o.niigata.jp

）

へ
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